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平成26年第３回定例会議事日程（第２号） 

 

平成26年９月11日（木） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第40号 吉富町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 日程第３ 議案第41号 吉富町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 日程第４ 議案第42号 吉富町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 日程第５ 議案第43号 吉富町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第44号 吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第７ 議案第45号 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第８ 議案第46号 吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第47号 平成２５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 議案第48号 平成２５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第11 議案第49号 平成２５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第12 議案第50号 平成２５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 議案第51号 平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第14 議案第52号 平成２５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第15 報告第６号 平成２５年度吉富町健全化判断比率の報告について 

 日程第16 報告第７号 平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告につ

いて 

 日程第17 報告第８号 平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第18 議案第53号 平成２６年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 



- 2 - 

 日程第19 議案第54号 平成２６年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第20 議案第55号 平成２６年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第21 議案第56号 教育委員会委員の任命について 

 日程第22 議案第57号 吉富町外二組合公平委員会委員の選任について 

 日程第23 報告第９号 吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画作成の報告について 

 日程第24 意見書第２号 「農業・農協改革」に関する意見書（案） 

 日程第25 閉会中の継続審査の申し出について 
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午前10時00分開議 

○議長（花畑  明君）  それでは改めまして皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員

は１０名で定足数に達しております。これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（花畑  明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、是石直哉議員、山本定生議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４０号 吉富町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第２、議案第４０号吉富町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容を求めますが、議案書を拝見しましたら、かなりのボリュームになっておりま

すので、わかりやすく簡潔に説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  では最初に、今回御審議いただきます、子育て関連の条例の制

定についての概要を説明させていただきます。 

 質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量の拡大・確保及び地域の子ども・

子育て支援を充実を目的とした、子ども・子育て関連３法が平成２４年８月に成立し、子ども・

子育て新制度における施設や事業の設備及び運営の基準を、市町村が条例で定めることになりま

した。吉富町では、国の基準と異なる内容を定める特別の事情がないため、国の示す基準に従う

ことにしております。 

 子ども・子育て支援制度は、消費税率の引き上げによる財源を活用して、幼児期の学校教育、

保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に進める仕組みを導入し、待機児童を解消するととも

に、幼児教育・保育及び子育て支援の質・量を充実させようとするものでございます。子ども・

子育て支援新制度では、認定子ども園、幼稚園、保育所や地域型保育事業、家庭的保育事業、小

規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業にかかる費用の給付を、子供のための教

育・保育の給付として一本化され、これらを活用とする時、保護者は、利用する子供ごとに市町

村から認定を受ける必要がございます。 

 なお、新制度が施行されることに当たり、現存する幼稚園、認可保育所については確認があっ

たことをみなす旨の規定がされてます。「子ども・子育て支援法」附則第７条、８条でうたって

おります。 
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 それでは、議案第４０号吉富町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案

について御説明させていただきます。 

 ２ページから９ページにかけてでございます。総則では、第１条から第２２条に本条例の趣旨、

定義、最低基準の目的など基本的な事項を定めております。 

 ９ページから１１ページでございます。家庭保育事業について、第２３条から第２７条にかけ、

設備の基準、職員、保育の内容等を定めております。家庭的保育事業とは、利用定員５名以下の

家庭的な雰囲気のもとで、３歳未満の子供に保育を提供する事業でございます。 

 １１ページから１６ページには、小規模保育事業について、第２８条から第３７条にかけ、小

規模保育事業の区分、設備の基準、職員数、利用定数などを定めております。小規模保育事業と

は、定員６人以上１９人以下の小規模な保育施設で、３歳未満の子供の保育を提供するものでご

ざいます。 

 区分につきましては、Ａ型は、保育所の分園に近い類型で、定員６人以上１９人以下でござい

ます。Ｂ型とは、Ａ型とＣ型の中間的な類型で、定員６人以上１９人以下でございます。Ｃ型は、

グループ型小規模保育園に近い類型で、定員６人以上１０人以下でございます。 

 １７ページから１８ページには、居宅訪問型保育事業について、第３８条から第４２条にかけ

て、設備、備品、職員数などを定めております。居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする子

の居宅等において、１対１を基本とするきめ細やかな保育所でございます。 

 １７ページから２３ページにかけては、事業所内保育事業について、４３条から４９条に利用

定数の設定、設備の基準、職員数などを定めております。保育所内保育事業とは、事業所の保育

施設で、従業員の子供と３歳未満の地域の子供（地域枠といいます）を、これと一緒に保育を提

供する事業でございます。 

 ２３ページは、第５０条に設備運営に関する基準への町長への委任、２３ページ、２４ページ

は、附則といたしまして施行期日でございます。 

 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

２４年法律第６７号でございます）の施行の日から施行するものでございます。 

 その他４項の経過措置が定められております。 

 新制度では、地域における多様な保育ニーズにきめ細やかな対応ができ、様々な場所で展開さ

れる質の確保された保育の提供する事業として、家庭的保育事業、地域型保育事業でございます

が、児童福祉法に位置づけられ、この基準は児童福祉法により、市町村が条例として制定するこ

とが定められております。適切な運営を確保するため、職員の配置、施設整備等に関する基準を

定める条例でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。以上でございます。 
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○議長（花畑  明君）  これから質疑を行います。 

 なお、質疑に当たっては自己の意見は述べられないことになっております。また、質疑の回数

は、同一議員につき、同一議題について３回を超えることができないようになっておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本案に対しての御質疑はございませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  なかなかの全く新しい条例と聞いております。わかりやすく私な

りに言うと、今まで保育所というものが、保育園とか保育所というものがあって、そこで子供さ

んをお預かりして保育をするというのが私の概念でしたが、この条例は指導者、保育者ですか、

先生が家庭かどこかに行って保育をするということでよろしいのでしょうか。そういう考え方で

いいのでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 まず、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業がございま

す。議員さんの質問でございますが、居宅訪問型保育事業が、その方の家庭に行って保育をする

という、そういう制度でございまして、後の３つは施設を整備して行う保育でございます。以上

でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  幾つかあるということで、１つの中に、派遣されてその家庭に行

って保育をするということが含まれるということだろうと思います。その場合に、どうなのでし

ょうか。どこかに委託するか、町の保育士を時間を割いて派遣するということが可能なのでしょ

うか。その辺をお示しください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。この条例は事業所がいたす事業と

いうことでございます。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  事業所というか、要するに民間の保育園というのでしょうか、そ

ういう福祉法人が、自分で１人の子供さんのために派遣するというふうに考えていいのですね。

もう一度お願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長、答弁。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。いろいろな形態があると思います。株式会社や

法人、そういう所もやれると思います。そしてなおかつ、社会福祉法人、ＮＰＯでもこういう事

業、そして個人でも、「保育ママ」というお言葉を聞いたことがあるかどうかわかりませんけど、
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ベビーシッターとかそういう類いだったら、個人的な事業になる可能性がございます。以上でご

ざいます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。ちょっと今質問を先行きましたので質問を前後

しますが、これは国、関連３法の制定により作られた条例とお聞きしました。この条例に対して

は、町独自の部分というか、町独自の解釈で変更した部分などはありませんでしょうか、お聞き

します。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 この条例をつくるに当たり、特別の事情がありませんので、国の指示に従う基準でつくってお

ります。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほど同僚議員もお聞きしていましたが、まず根本的にお聞きし

たいのですが、この小規模保育、もしくは居宅型という保育形態、これは吉富町の中で今現在あ

るか、今まであったか、もしくはそういう相談があるか、その辺をお聞きしたいのですけど。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 ベビーシッター的、時間によって近所の方にお子さんを見てもらうとか、そういう形態は数件

あると思います。町に対して、誰がどういう事業をしているかという、そういう問い合わせはご

ざいません。なお今、保育所でございますが、町内の定員が２５５名という定員枠をもっており

ます。そして今のところ、幸いに他市町村に言われているような待機者というのはございません。

以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これはですね、大変いい内容だと私は思うのですが、町にとって

何かメリットが大きいかどうか、その辺、担当者としてどうでしょう。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  はい、答えさせていただきます。 

 町にとってのメリットというより、利用者にとってのメリットが大きいと思います。様々な保

育ができる点、先ほども申したとおり、さる大手スーパーが事業所内のスーパー内の企業内保育

所において、地域の子供を見てくれるとか、そういう事業展開がいろいろされております。もち

ろん子育て支援で町にとってもいい条例と思います。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質問は。是石直哉議員。 
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○議員（１番 是石 直哉君）  １番、是石直哉です。 

 株式会社やＮＰＯとか各種団体が事業所として経営するということですが、基準を守ればどう

いう事業所でも、例えば認可がおりるのか、そして最終的に許可をするのはやはり町なのでしょ

うか、お答え願います。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 家庭的保育事業につきまして、町が認可するものでございまして、誰がどういうふうにすると

か、そういうのはまだ想定してないのでございますが、かなりの国の基準が、厳しい基準がござ

います。建物設備にしても、それなりの町の保育所に準じたような建物となっておりますので、

そこはきちんと精査していきたいと思います。以上です。 

○議長（花畑  明君）  太田議員。 

○議員（３番 太田 文則君）  ３番、太田です。 

 先ほどの説明の中で、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型というのが確かあったと思うのですけれども、その中

で、定員だけ、定員数が違うのか、また、建物がＡ型、Ｂ型、Ｃ型によって全部違うのか、それ

の説明をお願いいたします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  まず、Ａ型からいきたいと思います。保育所の配置基準として

１名、保育士並びに保健師、看護師の特例を設けることができます。 

 ０歳から１歳当たりの設備の面積でございますが、０歳から１歳が、１人当たり、３.３平方、

２歳児１人当たりが、１.９８平方、自園調理、連携施設等がある場合、ほかからの給食室から

の搬入は許可をされています。あと、Ａ型の場合は連携施設の設定が可能でございます。 

 Ｂ型施設でございますが、この分はＡとＣの中間ということで、配置基準が２分の１以上保育

士がいればいいということで、設備の先ほど言った１人当たりの平米数ですが、これも一緒でほ

かも一緒でございます。 

 Ｃ型は、０歳から２歳に対して３対１です。お子様が３人いる場合は、１人必ず保育士をつけ

なければなりません。また保育士の免許を持たない補助者を置く場合は、５対２、５人に対して

２名の職員が必要となります。この場合、Ｃ型の家庭的保育でございますが、「市町村長が行う

研修を終了とした保育士と同等以上の知識及び経験を有するもの」となっております。１人当た

りの平米数は、先ほどと一緒でございます。Ｃ型だけ、定員が６名から１０名となっております。

以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  他に御質疑はございませんか。梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  ２３ページの第６章の雑則のところ、委任というところに、「町
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長が別に定める」とあるのですけど、これはまた、必要に応じて町長が定めていくということで

しょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。「町長が別に定める」という委任事項でござい

ますが、今現在で想定されているのが、事業者から提出される様式等を想定しております。以上

でございます。 

○議長（花畑  明君）  他に御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４０号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４０号吉富町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定については、福祉産業建設委員会に付託することに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４１号 吉富町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について 

○議長（花畑  明君）  続いて、日程第３、議案第４１号吉富町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。担当課長に

内容の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  吉富町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例案について御説明させていただきます。 

 まず、特定教育・保育施設の内容でございます。認定子ども園、幼稚園、保育所がそれに当た

ります。特定地域型保育事業でございますが、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業

所内保育で、先ほどの分で説明した保育所の分でございます。 

 新制度では、施設型給付及び地域型給付を受けようとする教育・保育施設や地域型保育事業の

事業施設は、市町村に対し申請を行い、市町村は、その申請が給付の対象となることを確認した

上で給付をすることになります。この給付は、学校教育法や、児童福祉法に基づく認可を受ける

ことのほか、子ども・子育て支援法により、市町村が条例で定める運営に関する基準を満たすこ

とが条件となります。 

 ２６ページから２８ページにかけて御覧願います。総則では、第１条から第３条に本条例の趣



- 10 - 

旨・定義など基本的な事項を定めております。 

 ２８ページから４１ページにかけてでございます。第４条から３６条まで、特定教育・保育施

設の運営に関する利用定数に関する基準運営給付に関する基準等が定められております。 

 ４１ページから４９ページにかけて、第３７条から第５２条でございますが、特定地域型保育

事業の運営に関する利用定数に関する基準運営給付に関する基準等が定められております。 

 ４９ページには、附則としまして、施行期日でございます。この条例は、「子ども・子育て支

援法」の施行の期日から施行することになっております。 

 ５１ページ、５２ページには、経過措置を定められております。 

 吉富町では、先ほども述べたとおり、この条例も国と異なる内容を定める特別な事情がないた

め、国の基準に従うことにしております。適切な運営を確保するための基準の条例でございます。

よろしく御審議をお願いいたします。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  これから質疑を行います。本案に対しての御質疑はございませんか。山

本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。 

 今、法に基づくという形で、法の趣旨にのっとってつくっているということですので、独自な

部分はないということで確認をしたいのと、そのままこの条例が、先ほどもお聞きしましたが、

町にとってのメリット、そういう形のものがあれば、担当者としてちょっと簡単にお聞きしたい

のですが。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えいたします。 

 先ほど述べたとおり、国の省令等を基準としてこの条例はつくっております。国以上に厳しく

もなく、易しくもなく、そういう条例をつくらせていただいております。町にとってこの条例が

いかがなものかということでございますが、この条例は、国が市町村に定めなさいということで、

それに従って定めておる次第でございます。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  他に御質疑は。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第４１号は、福祉産業建設委員会に付託を

したいと思います。これに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって議案第４１号吉富町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、福祉産業建設委員
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会に付託することに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４２号 吉富町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第４、議案第４２号吉富町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。担当課長に内容の説明を求めま

す。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  吉富町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例案につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 ５３ページを御覧願います。第１条は、この条例の趣旨について定めております。第２条につ

いては、最低基準の目的について定められております。第３条でございますが、最低基準の向上。

第４条は、最低基準の放課後健全育成事業の事業者と、各大事な運営に関する基準を定められて

おります。 

 ５５ページ第１０条の職員でございます。放課後支援員の数は、単位ごとに２名以上というこ

とに定めております。ただし、１人を除き補助員でもよろしいということになっております。そ

こに放課後指導員の資格等を３項のところで書いております。 

 飛んで５９ページの附則のところでございます。この条例は、子ども・子育て支援法に関する

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、平成２４年法律第６７条の施行から施行するもの

でございます。 

 次に、職員の経過措置を定めております。 

 放課後健全育成事業とは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、授業の終了

後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業でございます。新制度において

は、放課後児童健全育成事業を実施するに当たり、遵守すべき設備及び運営の基準を市町村が定

めるようになりました。この条例も国の基準と異なる内容を定める特別の事情がないため、国の

示す基準のとおり策定しております。どうぞ御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（花畑  明君）  これから審議を行います。本案に対しての御質疑はございませんか。山

本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。こちらも、法改正に伴うということで、町独自

な部分はないということでよろしかったでしょうか。１つ確認と、吉富町の場合は、放課後保育

を行っていますが、吉富町にとって今回の条例で何か変わるようなことがあるでしょうか、お聞

きします。 
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○議長（花畑  明君）  健康福祉課長、答弁。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えいたします。 

 この分でございますが、先ほど述べたとおり、国の基準通りの条例を定めております。なお、

吉富町にとって放課後児童の健全事業に関する要項等ございますが、やはりこういうきちんとし

た議員さんに審議をいただきまして、条例を定めるほうがよいと思います。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  もう一回してください。答弁。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  変わるか変わらないかということでございます。放課後児童

の……変わる変わらない……補正の予算で挙げておりますが、現在は１年から３年ということ、

低学年を対象に放課後児童をやっておりますが、国のほうは小学生、６年生までをということで

きております。また、補正予算でそこのところ詳しく説明をさせていただきます。以上でござい

ます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ということは、これは吉富町にとって、担当者としてはメリット

があるというふうでよろしいでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  先ほど述べたとおり、議員さんの皆さんにきちんと審議いただ

いた条例の下で、職員としてきちんと仕事をさせていただきます。とてもこの条例は、よくでき

た条例と思います。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  課長も、そういうのを網羅して先に言えば何回も聞かなくていいのに。

横川議員。 

○議員（５番 横川 清一君）  ５番、横川です。今山本議員がお尋ねしたところを尐し詳しくお

尋ねしたいのですけれど、この条例に関して、現在の児童クラブの設備あるいは職員さん等がそ

ぐわない点、あるいは改正すべき点があるのかどうかそれをお尋ねします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えいたします。ただいま町がやっている学童の職員体制で

ございますが、保育資格を十分お持ちのお方もいらっしゃいまして、なおかつ保育に十分たけて

おる職員もいます。この条例になると、経過措置があるのですが、町が行う、県が行う放課後児

童支援員の研修を受けなければならないのであります。現在のうちの学童は、これとほぼ同じ内

容で運営をさせていただいております。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  ９番、若山です。この国の法改正で今まで皆さんがるる分質問し

まして、課長答えましたけれども、国のこの法の通りにやっていかなければならないのは事実で
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しょうけれど、そうすると、吉富町にとって人・物・金で負荷が多くかかるのか、大したことは

ないというと語幣があるかわからないけれど、どの程度の負荷がかかるんでしょうかね、人・

物・金で。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 負荷でございますが、今度の子育て関連でかなりのボリュームがございます。条例が定められ

るということは、この条例によってきちんと対応しなければならないということでございます。

職員に関しても、きちんと経過措置もございますが、研修を受けた方誰でもが職員になれるとい

う意味合いでもございませんし、それに伴う人件費、委託料の予算もふえるとは想定をしており

ます。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。是石直哉議員。 

○議員（１番 是石 直哉君）  第１０条の４項ですか、おおむね「一つの支援の単位を構成する

児童の数は、おおむね４０人以下」となっていますが、現在御存じのとおり学童保育ははるかに

実状を超えていると思いますが、今後これが原則に守られると、そういうことでよろしいでしょ

うか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。何分今８０名の学童をお引き受け

させていただいております。それに伴う支援員、先生の数も代替等入れてかなりの人数がおりま

す。現条例、この条例に沿った人員体制はきちんとさせていただいております。以上でございま

す。 

○議長（花畑  明君）  他に御質疑は。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ちょっとお聞きします。今のところですね、１単位当たり２名以

上というところがありましたね、支援の単位ごとと、これが今言う４０名を一つとする単位とい

うことになるのでしょうか。したがって２名以上の支援員が必要だと。だから、吉富の場合は

２名以上いると。補助員でもいいということでしたんで、そういうことの解釈でよろしいのでし

ょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  おおむね４０人が単位となってございまして、そこには必ず

２名以上となっております。１名につきましては、必ずそういう資格を持った方となっておりま

す。あと１名についても、十分保育の経験等がある、子育ての経験がある方を配置しております。

以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 
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○議員（８番 是石 利彦君）  ですから、研修が義務づけられるということでした。研修を受け

て、例えば、今まで補助員だった方も、研修を受けて資格をとっていただかんと難しくなるよと

いうような流れなのでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。職員の資格につきましては、県の

ほうがきちんとした研修を受けさせて、そういう研修を受けた職員を配置するように指導されて

おります。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ですから、それを受けないと、その方はここでお仕事できないと

いうことになるのでしょうか。以前こういうことがありましたですね。より高い資格を持った方

にやっていただきたいとかいうことだったと思いますが、これもそのようになるのでしょうか。

そこのところをお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。２名については、必ずそういうような体制とい

たします。吉富町の学童では、時には３名で対応しております。その３人目については、そうい

う資格は別に必要はないとは思っております。以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  他に御質疑はございませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今皆さんの質問をお聞きして疑問点がわいたのでちょっとお聞き

したいのですが、今吉富町の児童保育、学童保育ですね、は１年から３年までという基準になっ

ています。で、今回の新制度ではまた補正予算で説明しますというふうに聞いたのですが、ちょ

っとその辺わからないんで、１年から６年までになられるということで、今現在吉富町で４年か

ら６年までの保護者で学童に通いたいとかいう要望というのは今までにあったんですか。それと

も、要はそういうことがあったらこそこういうのがつくりたいということなのか、その辺をお聞

きしたいのですけど。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。平成２５年７月９日にアンケート

を実施しております。今の放課後児童クラブに来ている生徒……じゃないですね、前の年ですね、

小学校１年から３年生を対象に「小学４年から６年生になっても放課後児童を利用したいと思い

ますか」という、保護者の希望でございますが、月曜から土曜日まで毎日利用したいという方が

３７名、夏休み等長期学校休業日のみを利用したいという方が１９名ございます。あともろもろ

でございますが、１年から３年の利用者の約９５％が何らかの利用を希望されております。以上

でございます。 
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○議長（花畑  明君）  本日は議案がまだたくさん残っておりますので、質疑者も答弁者も簡潔

明瞭にわかりやすく行って会の運営に協力してほしいと思います。 

 今のことに対しまして他に御質疑は。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りをいたします。ただ今議題となっております議案第４２号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって議案第４２号吉富町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、福祉産業建設委員会に付託す

ることに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４３号 吉富町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第５、議案第４３号吉富町税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。担当課長に内容の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  議案第４３号吉富町税条例等の一部を改正する条例の制定について、

御説明をいたします。議案書の６０ページをお願いします。まず、改正の概要について御説明を

いたします。 

 平成２６年３月３１日付で先決、４月１７日臨時会で御承認をいただきました吉富町税条例平

成２６年条例第５号、同じく平成２６年条例第６号の一部改正のうち、軽自動車税の小型特殊自

動車農耕作業用等でございますが、の税率が決定し、また、税条例の一部に期日の遺漏がありま

したので、今回一部改正を行うものでございます。なお、今回の改正は地方税法の改正に伴う改

正が主となっております。 

 内容の説明をいたします。内容の説明につきましては、新旧対照表で説明をしますので、資料

ナンバー１吉富町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表を御覧ください。 

 平成２６年条例第５号の一部を改正するものです。左側、改正案、附則第２０条の５を削る改

正規定の次に次のように加えるものでございます。 

 ２ページお願いします。３行目、同号（イ）中、１,６００円を２,４００円に、４,７００円

を５,９００円に改正を行うものでございます。これは、小型特殊自動車で農耕作業用──トラ

クター、コンバイン等でございますが──のものを１,６００円から１.５倍の２,４００円に、

その他のもの──これはフォークリフト等でございますが──４,７００円から１.２５倍の

５,９００円に変更をするものでございます。この税率の決定については、市町村において税率
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を決定するものであるため、今回、本町が決定したものでございます。既存の税率改正の割合に

乗じて決定をしております。 

 なお、参考までに、平成２６年４月１１日現在の軽自動車の登録台数のうち、主な車両台数を

御紹介いたします。軽自動車総数約３,２６６台、うち原動機付自転車のうち、５０ｃｃですね、

３６１台、９０ｃｃ２９台、農耕用、これはトラクター、コンバイン等でございますが、

２４１台、それから自家用の４輪の貨物でございますが５５８台、自家用４輪の乗用でございま

すが１,８７５台等というふうな登録台数でございます。 

 第７条の４は、地方税法の改正に伴う改正でございます。３ページをお願いします。軽自動車

税の課税の特例としまして、第１６条は重課税率についての追加を行っております。初年度登録

から１３年を経過した車両について、２０％の重課税が導入をされます。 

 附則第５条は、新条例附則第１６条の運用規定を記載をしております。第２項も同様でござい

ます。 

 ４ページお願いします。４ページから５ページにかけて第６条は、平成２７年３月３１日以前

に初年度登録した軽自動車については旧税率を適用するものでございます。 

 それでは議案書に戻ります。議案書の６３ページをお願いします。下から２行目になります。

附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いします。 

○議長（花畑  明君）  それでは、これから質疑を行います。本案に対しての御質疑はございま

せんか。若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  ちょっと聞き漏らしたかもわからんけれど、フォークリフトの町

の方で所有台数はどれぐらいか。 

○議長（花畑  明君）  税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  フォークリフトは先ほど述べてはおりませんので。フォークリフト

は約８台程度でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今の説明の中で、この税率は町で決定できるのだということがあ

りました。以前、上げた経験があるんだろうと思うんですが、それから何年ぐらいこのままでき

たんでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  以前変えた税率は、今現在は持っておりませんが、かなりこの税率

で移行していると思います。 
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 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  諸物価がいろいろ上がって消費税も上がったわけですが、１８％

という金額が正しいかどうかというのは、なかなかよくわかりませんが、１８％という数字をは

じき出した何か根拠がもしあれば、今ここで言えるんならお願いします。 

○議長（花畑  明君）  税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  基本的に農耕用については１.５倍、それからフォークリフトにつ

いては１.２５倍で税額の設定をしております。基本的に、今回、平成２８年度からは、５０ｃ

ｃの税金が１,０００円から２,０００円に上がります。で、最低が２,０００円という税率にな

りますので、それを見据えた上で、基本的に農耕作業用につきましては、現在が１,６００円で

すので、それよりも２,０００円よりも上がるのがいいだろうというところで、この近隣の町村

と事前協議を行いまして税率等の調整を全て行っております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  今の説明で、大体、税の増収が、約でいいからどれくらいなのか。 

○議長（花畑  明君）  税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  平成２８年度からの実施なんで、どれぐらい増額になるかは今現在

は試算はしておりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４３号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号は委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、討論を行います。まず、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  言わずもがなで、税の公正性ということが大事だろうと思います。

そういうことを勘案しての増額だろうと理解しております。よって、賛成いたします。 
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○議長（花畑  明君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第４４号 吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第６、議案第４４号吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。担当課長に内容の説明を求めます。

健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  議案第４４号吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、御説明させていただきます。 

 第３条第２項中の２号の改正でございます。「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永久帰

国後の自立支援に関する法律」の題目が、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永久帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改められました。本条例がこの

法律を引用しておりますので、それに伴い改正いたすものでございます。附則としまして、この

条例は平成２６年１０月１日から施行するものでございます。 

 資料ナンバー１の６ページをごらん願います。下線が改正の箇所でございます。先ほど述べた

とおり、題目による改正でございます。よろしく御審議方をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  では、これから質疑を行います。本案に対しての御質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４４号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４４号は委員会付託を省略することに決定をしました。 

 次に、討論を行います。まず、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４４号は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第４５号 吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第７、議案第４５号吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。担当課長に内容の説明を求めます。健

康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  議案第４５号吉富町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、御説明いたします。 

 ６７ページをごらん願います。対象者の部分、第３条第２項中の２号の改正でございます。こ

れも先ほどと同様、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永久帰国後の自立支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）」の題目が、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永久帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改められました。本条例がこの

法律を引用しておりますので、それに伴い改正するものでございます。附則、この条例は平成

２６年１０月１日から施行する。 

 資料ナンバー１の７ページをごらん願います。下線の部分が改正の箇所でございます。御審議

方、よろしくお願いいたします。 

○議長（花畑  明君）  では、これから質疑を行います。本案に対しての御質疑はございません

か。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。これ先ほどの条例と同じく、法改正に伴う文言

訂正ということでよろしかったでしょうか。確認します。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 



- 20 - 

○健康福祉課長（上西  裕君）  はい、そのとおりでございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４５号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４５号は委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第４６号 吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（花畑  明君）  日程第８、議案第４６号吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。担当課長に内容の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  議案第４６号吉富町営住宅条例の一部を改正する条例について、

御説明をいたします。 

 ６９ページをごらん願います。「入居資格」のところでございます。第６条中、第２項中の

５号の改正でございます。この改正も、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永久帰国後の

自立支援に関する法律（平成６年法律第３０号）」の題目が、「中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永久帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改められま

した。本条例がこの法律を引用しておりますので、それに伴う改正でございます。さらに、支給

給付の額の算定の対象者となる配偶者が特定配偶者に限定されたこと、及びそれに伴う経過措置

が設けられたことに関する改正も行われるものでございます。本条例もそれに伴う改正をいたす

ものでございます。附則、この条例は平成２６年１０月１日から施行するものでございます。 
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 資料ナンバー１の８ページをごらん願います。吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の新旧

対照条文をごらんください。下線のところが改正箇所でございます。よろしく御審議方をお願い

いたします。 

○議長（花畑  明君）  これから質疑を行います。本案に対しての御質疑はございませんか。山

本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。今、法改正に伴う文言訂正と言われてましたが、

それと別に文言追加がありますが、これ、町独自の改正部分がありましたら教えてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  はい、お答えいたします。町独自の訂正等はございません。法

律の改正に伴う文言訂正でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これ、町営住宅の入居条件に関することなんですが、この法改正

に伴うものなんですから関係ないのかもしれませんが、吉富町で過去にこの中国残留邦人の方が

町営住宅の入居の申し込み、もしくは問い合わせとかそういうものがあったんでしょうか。ちょ

っとその辺を教えてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  私の記憶範囲内では、そういう問い合わせはございません。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑は。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  新しい文言が入っておりますが、この「特定配偶者」の説明をち

ょっとお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  この「特定配偶者」とは、「特定中国残留邦人等が永住帰国す

る前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者──事実婚も含みます──であるもの」と定

義されております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

 お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第４６号は、会議規則第３９条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４６号は委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、討論を行います。先に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第４７号 平成２５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０．議案第４８号 平成２５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１．議案第４９号 平成２５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１２．議案第５０号 平成２５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１３．議案第５１号 平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１４．議案第５２号 平成２５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

について 

○議長（花畑  明君）  お諮りをいたします。日程第９、議案第４７号から日程第１４、議案第

５２号までの６議案を一括議題にいたしたいと思います。これに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第４７号平成２５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら日程第１４、議案第５２号平成２５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いてまでの６議案を一括議題といたします。 

 代表監査委員に監査の報告を求めます。守口監査委員。 
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○監査委員（守口賢二郎君）  平成２５年度吉富町歳入歳出決算意見書、地方自治法第２３３条第

２項及び第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２５年度吉

富町一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算並びに基金の運用状況を示す書類を審査した結

果、その意見は次のとおりであります。 

 １、審査対象、（１）平成２５年度吉富町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類、（２）

平成２５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類、（３）平成２５年

度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類、（４）平成２５年度吉富町公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類、（５）平成２５年度吉富町水道事業会計決算

及び関係帳簿証書類、（６）平成２５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び関係

帳簿証書類、（７）定額資金運用基金の運用状況。 

 ２、審査終了期日、平成２６年８月２５日。 

 各会計について、予算書及び出納日計簿、収入簿並びに支出簿により、出納書類を調査の上、

慎重に審査した結果、決算は計数的に正確であり、財務執行は適正であると認定した。また、定

額資金運用基金の運用状況について、運用の目的に従って適正かつ効率的に運用され計数及び証

票書類貯金証書などとも合致し、正確であると認めた。 

 平成２６年９月５日、吉富町監査委員太田文則、同、守口賢二郎。 

 以上です。 

 審査終了期日は、平成２６年８月２８日です。以上、訂正します。 

○議長（花畑  明君）  ありがとうございました。 

 次に、決算の概要について会計管理者に説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者（友田 博文君）  平成２５年度の決算の概要について説明いたします。 

 それでは、平成２５年度の決算につきまして、お手元の平成２５年度決算の概要により、順次、

各会計の内容の要点を御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。１ページは、一般会計及び特別会計を総括したものであります。

一般会計及び４つの特別会計の歳入決算額の合計は、４７億１,４３２万５,９５４円、同じく歳

出決算額は、４３億５,１０８万７,０６７円です。 

 ２ページから３ページをお願いいたします。まず最初に、一般会計の概要から御説明をいたし

ます。１の概要（１）の予算額は、当初予算額２５億９,６００万円、補正予算額６億２,７８３万

円、平成２４年度の繰越事業費繰越額２億５,３８１万２,０００円、これは繰越明許費分が２億

５,３８１万２,０００円、この内訳は、２款総務費１項総務管理費の役場庁舎耐震補強事業

４,８１５万円、３款民生費２項児童福祉費の子育て支援センター耐震補強事業の１,６５９万

３,０００円、８款土木費１項土木管理費の町道改良事業（分筆登記手数料）でございます
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１１７万円、８款土木費２項道路橋梁費の町道改良費別府三又１号線道路改良工事ほか５件で

２,９４７万１,０００円、８款土木費５項住宅費の山王住宅建設事業で１億１,０９３万

８,０００円、９款消防費１項「消防費の防災アセスメント調査及び地域防災計画修正業務で

９６５万円、１０款教育費２項小学校費の吉富小学校給食調理室空調機器設置事業で２,７２３万

３,０００円、同じく同款同項で吉富小学校下水道排水設備事業５０５万２,０００円、１０款教

育費５項保健体育費の吉富町体育館耐震診断事業５５５万５,０００円の合計９件であります。 

 予算現額といたしまして、３４億７,７６４万２,０００円となります。 

 （２）の決算額は、歳入額で３４億９,２８９万３,８５４円、歳出額で３２億１,０７４万

４,１６４円で、歳入歳出差し引き残高は２億８,２１４万９,６９０円となり、この中から財政

調整基金条例の規定に基づきまして、財政調整基金へ１億４,０００万円決算積立をいたしてお

りますので、平成２６年度の繰越額が１億４,２１４万９,６９０円となります。なお、その中に

は、６月議会で報告がありましたとおり、平成２５年度の繰越明許費繰越額、特に国の経済対策

の一環として３款民生費の子ども・子育て支援新制度システム導入事業、８款土木費山王住宅建

設事業（第２、第３工区解体工事分）、９款消防費吉富町消防団第１分団消防車両購入事業、

１０款教育費吉富町体育館耐震改修事業の４事業であります。 

 財源の内訳で、未収入特定財源の国庫支出金、県支出金並びに地方債を除きました一般財源の

合計額８７７万９,０００円が含まれております。 

 （３）は、最近５カ年度の決算の状況でございます。 

 ２の歳入。（１）歳入の決算額では、調定額が３５億５,４８３万９,９６４円で、収入済額

３４億９,２８９万３,８５４円、不納欠損額は９０万５,０２９円、収入未済額は６,１０４万

１,０８１円です。不納欠損額の内訳につきましては、下の備考に記載しているとおりでござい

ます。収入未済額の内訳につきましても、備考に記載しておりますが、負担金の１６７万

５,６１０円につきましては保育料、使用料の８５９万５,７５０円につきましては主に住宅使用

料関連でございます。 

 （２）は歳入決算額の科目別内訳でございます。２５年度と２４年度を対比したものでござい

ます。 

 ３ページの３の歳出。（１）の歳出の決算額では、予算現額３４億７,７６４万２,０００円に

対しまして、支出済額が３２億１,０７４万４,１６４円で、執行率が９２.３３％ということに

なっております。不用額は１億８,０４９万４,８３６円、繰越明許費等が８,６４０万

３,０００円で、詳細につきましては３ページから４ページにかけまして（２）の歳出決算額の

科目別内訳に記載をいたしております。備考の不用額等の内訳につきましては、目で１００万円

以上の不用額が生じたものと繰越明許費の額を記載いたしております。 
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 なお、３ページの３、歳出の（１）歳出の決算額の繰越明許費８,６４０万３,０００円から、

２ページの１、概要（２）決算の翌年度繰越額の繰越明許費繰越額８７７万９,０００円を差し

引きました約７,７６２万４,０００円が、先ほど財源の内訳で申しました未収入特定財源といた

しまして、平成２６年度の国庫支出金と地方債として入金されます。 

 ４ページをお願いいたします。４ページの（３）は、歳出決算額の性質別内訳でございます。

２５年度と２４年度を比較したものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。４の町民の負担状況ですが、これも平成２５年度と２４年度を

比較したもので、平成２５年度における歳入総額に対する割合は、１５.１６％になっておりま

す。町の町債の現在高でありますが、前年度末現在高は２３億５４１万５,０００円、本年度中

の起債額は２億３,６５７万７,０００円、償還額は１億５,９９１万円で、２５年度末現在高は

２３億８,２０８万２,０００円となっております。 

 ６ページをお願いいたします。６の町有財産の状況でございます。詳細につきましては、一般

会計歳入歳出決算の１０２ページ以降に記載をいたしておりますが、土地につきましては平成

２５年４月５日付、旧延命社宅跡地、大字直江の３３３の１と３３４の３、３４５の３で、面積

が５,３１４.４５平方メートル、１１５.２１平方メートル、８,６５５.１５平方メートルの

計１万４,０８４.８１平方メートルで、面積的には増減ございません。 

 普通財産から行政財産への所管がえ、管理が企画財政課から産業建設課へ移りました。平成

２５年１１月２２日の鈴熊分譲地売却による３６５平方メートルの普通財産の減となっておりま

す。建物につきましては、行政財産の部として山王住宅、今吉４０の１が３１６平方メートルの

増加となりました。旧住宅を取り崩した後新築したためによる増加分３８９.６２平方メートル

と、減尐分７４.０８平方メートル分でございます。 

 普通財産の部につきましては、昨年同様、増減はございません。 

 車両につきましては、昨年同様、同数の２５台でございます。 

 一般会計に属する基金の年度中の増減では、４,９４５万５,０００円増加いたしております。

増減の内訳につきましては、次のとおりであります。 

 まず、増加の分について申し上げますと、財政調整基金で３,０００万円。これは、平成

２４年度決算剰余金で３,０００万円、減債基金で１億円、地域振興基金で５００万円、地域の

元気臨時交付金基金で１億円、公共下水道事業費基金で１億３,０００万円、まちづくり応援基

金で１１万円、それに利息で１９１万１,３９４円の増加であります。増加分の合計が３億

６,７０２万１,３９４円。 

 減尐の分につきましては、財政調整基金で１億８,２２４万１,０００円、地域振興基金で

７３１万７,０００円、公共下水道事業費基金で１億２,８００万円、まちづくり応援基金で
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８,０００円の基金取り崩しによる減尐でございます。 

 小計３億１,７５６万６,０００円。増加の分から減尐の分を引きました４,９４５万

５,３９４円が、今年度中ふえた分でございます。 

 なお、基金につきましては、出納整理期間がございませんので会計年度４月１日から３月

３１日までということになります。備考には、２６年３月３１日現在の各基金等の金額を掲載い

たしております。 

 次の７は、一部事務組合の財産の状況でございます。７ページ、８ページは、歳入歳出決算の

科目別の割合を円グラフであらわしたものでございます。 

 以上で、一般会計を終わります。 

 引き続き、９ページをお願いいたします。国民健康保険特別会計の決算の概要でございます。 

 １の概要で（１）の予算額でございます。当初予算額７億８,４０４万９,０００円、補正予算

額３,５５８万円で、予算現額といたしまして８億１,９６２万９,０００円でございます。 

 （２）の決算額は、歳入額８億３,４９８万４,２９１円、歳出額７億７,４０３万１,２７８円、

歳入歳出差し引き残高は６,０９５万３,０１３円で、この中から保険給付費支払準備基金条例の

規定に基づきまして保険給付費支払準備基金へ２,０００万円の積み立てをいたしておりますの

で、平成２６年度への繰越金は４,０９５万３,０１３円となります。 

 （３）は３カ年度の決算の状況でございます。２の歳入（１）の歳入の決算額です。調定額は

８億８,０２０万３,４６４円、収入済額が８億３,４９８万４,２９１円、不納欠損額が２０５万

６,０６６円、収入未済額が４,３１６万３,１０７円であります。（２）は、収入決算額の科目

別内訳で、２５年度と２４年度を比較したものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。３の歳出（１）歳出の決算額では、予算現額８億１,９６２万

９,０００円に対しまして、支出済額が７億７,４０３万１,２７８円で、執行率が９４.４４％と

いうことになっております。不用額は４,５５９万７,７２２円で、この不用額の内訳は、下の備

考に記載しているとおりでございます。 

 （２）の歳出決算額の科目別内訳で、２５年度と２４年度を比較したものでございます。４は、

被保険者の負担状況であります。２５年度と２４年度を比較しております。この基金で、保険給

付費支払準備基金の状況ですが、２,０００万円の決算積立と５万８,３５２円の利息積立金の合

計２,００５万８,３５２円となり、平成２５年度は基金の取り崩しはございません。よって、平

成２６年度３月末現在高は１億２,２９９万４,１１６円となっております。 

 次の高額療養資金貸付基金の状況ですが、貸付金の原資は３５０万円で、平成２５年度中に貸

し付けをしておらず、本年度末現在高は、原資額の３５０万円となっております。 

 １１ページをお願いいたします。奨学金特別会計決算の概要について御説明を申し上げます。
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１の予算額は、当初予算額２,４９７万８,０００円、補正予算額は減額の２５６万４,０００円、

予算現額が２,２４１万４,０００円でございます。２の決算額の歳入額は２,２４１万

４,８３３円、歳出額は１,７１６万１,９２５円、差し引き残額は５２５万２,９０８円で、この

金額が２６年度への繰り越しということになります。３の歳入の決算額、４の歳出の決算額は、

科目別の決算額でございます。この奨学金基金は、基金利息１万４,４３３円の積み立てと

６００万円を取り崩しましたので、２５年度末現在高は５,３６７万８,３８０円となっておりま

す。 

 次の１２ページをお願いいたします。公共下水道事業特別会計決算の概要を御説明申し上げま

す。１の予算額は、当初予算額３億７１１万８,０００円、補正予算額は減額の２,９８１万

４,０００円、予算現額は３億７３３万４,０００円となります。２の決算額の歳入額は２億

６,９３５万９,７６４円、歳出額が２億５,６６６万９,４６９円、差し引き残額は１,２６９万

２９５円で、この金額が２６年度へ繰り越しされます。３の歳入の決算額、４の歳出の決算額は、

科目別の決算額を記載いたしております。５の町債の現在高ですが、本年度中の借入額が

５,４５０万円、償還額が６,２９１万８,０００円で、本年度末の下水道事業債の現在高は

２０億９,２２１万４,０００円でございます。 

 次の１３ページをお願いいたします。後期高齢者医療特別会計決算の概要について御説明を申

し上げます。１の予算額は、当初予算９,７４８万２,０００円、補正予算額は増額の３４万

４,０００円で、予算現額は９,７８２万６,０００円です。２の決算額の歳入額は９,４６７万

３,２１２円、歳出額が９,２４８万２３１円、差し引き残額は２１９万２,９８１円で、この額

が２６年度への繰越額となります。３の歳入の決算額、４の歳出の決算額は、科目別に決算額を

掲載いたしております。 

 次は水道事業会計でございます。 

○議長（花畑  明君）  それでは引き続き、水道事業会計の決算の概要について担当課長の説明

を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（赤尾 肇一君）  引き続き、平成２５年度吉富町水道事業会計の決算の概要につ

いて御説明いたします。 

 １４ページでございます。１、収益的収入及び支出で、まず収入は予算現額１億６,７９９万

７,０００円です。支出は、予算現額１億５,５３２万６,０００円です。これに対し決算額は、

収入１億７,０８３万２,６６１円、支出１億３,９５１万４,５７１円で、収入支出差し引き残額

３,１３１万８,０９０円です。 

 次に資本的収入及び支出で、まず収入は、予算現額１億６,０７２万２,０００円です。支出は、

予算現額７,７９９万６,０００円です。これに対し決算額は、収入１,２１３万８,５００円、支
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出４,９７６万３,７８６円で、収入支出差し引き残額マイナス３,７６２万５,２８６円です。資

本的収入額が資本的支出額に不足する額３,７６２万５,２８６円は、過年度損益勘定留保資金

３,６７９万３,５６０円。当年度消費税及び地方消費税資本的収入調整額８３万１,７２６円で

補填をいたしました。 

 次に３、契約の要否につきましては、以下の記載のとおりでございます。 

 次に４、業務についてでございます。対前年度と比較をしております。以下の記載のとおりで

ございます。 

 次に５、企業債及び一時借入金の概要でございます。前年度末残高２億４,９５６万５５５円

で、対本年度償還高２,０１５万９,０３６円です。本年度末残高２億２,９４０万１,５１９円で

す。一時借入金についてはございません。 

 次に６、平成２５年度の水道事業会計固定資産の明細についてでございます。固定資産の年度

当初現在高１３億２,５５４万２,３５４円で、年度増加額２,８１９万５,０００円、減尐額

３８５万２,１２４円で、年度末現在高１３億４,９８８万５,２３０円です。当年度の減価償却

増加分は１,８７３万３,０５９円、減尐額３６５万９,５２０円で、減価償却累計総計７億

３,４８２万１,１０２円で、年度末償還済額６億１,５０６万４,１２８円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  決算の概要説明が終わりました。 

 引き続き、議案第４７号平成２５年度吉富町一般会計歳入歳出決算について、ページを追って

質疑を行います。 

 それでは、決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページ、４ページ、

５ページ、６ページ、７ページ、８ページまで。 

 続いて、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページ、３ページ、

４ページ、５ページ、６ページ、７ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番山本です。１１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負

担金で、１節児童福祉費負担金ですが、こちらの中に保育料などの収入未済額がかなり上がっと

るんですが、その内訳を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長、答弁。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  はい、お答えいたします。 

 １６７万５,６１０円の未済額でございますが、現年の分が７名、滞納者の分が１４名ござい

ます。引き続き、徴収を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  いいですか。山本議員いいですか。 
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 ７ページほかに。 

 ８ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８ページですね、こちらの分で、１２款使用料及び手数料で、

１項使用料、１目土木使用料の中で、こちら１節から６節まで、道路使用料から駐車場使用料ま

で、こちらの分についての、ちょっと説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  それでは、道路使用料について御説明いたします。まず、道路

使用料につきましては、ＮＴＴ、九州電力、それからアンテナが大部分の占用料でございます。

そのほかには、里道として九州電力が電柱を建て込んどる、その分の占用料でございます。以上

です。 

○議長（花畑  明君）  ８ページ、ほかにございませんか。（「６項」と呼ぶ者あり）あ、順番

か。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  はい、お答えします。 

○議長（花畑  明君）  なら、順番に。健康福祉課長から。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  ２節住宅使用料でございます。現年分の調定でございますが、

滞納でございます。７６６万７,１５０円の滞納でございますが、現年分につきましては、現年

分の滞納者でございますが、現在入居される方が１６名の滞納がございまして、実際お住まいに

ならない方を合わせて３８名の滞納となっております。徴収率にいたしましては、前年度は

９７.２６％でございましたが、今年度９８.７１％と若干でございますが、滞納が減っておりま

す。引き続き、厳しい徴収をしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  続いて、産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  それでは、河川占用料について御説明いたします。 

 吉富町河川占用徴収条例に基づき徴収をいたしました、１２９件の調定でございます。主とい

たしましては、住宅への出入り用の通路の床板で、３メーター以上を超える分の占用料でござい

ます。ちなみに、面積としまして１平方メートルが２４０円で賦課をしております。 

 なお、調定未済額の８,４００円につきましては、河川の改修工事において占用物件の調定を

落とすところを失念しておりまして、８,４００円の未済となっております。 

 次に、漁港使用料についてですが、調定額が７３万３,２７０円に対して、収入済額が７３万

３,２７０円、内容につきましては、かき小屋、それから造船所等の占用でございます。かき小

屋は２件、造船所が２件、あとポンプ設備が１件でございます。そのほかにつきましては、遊漁

船の施設使用料として３６件、公共工事の資材置き場として４件となっております。 
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 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続いて、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  ５節住宅共益費でございます。共益費につきましては、幸子団

地のみ月額３,０００円をいただいているところでございます。現年分としまして１７２万

８,１００円、滞納繰り越し分として１２万１,４００円滞納がございます。現年分の滞納といた

しましては７名、現在入居されていない方を入れると２３名がいます。これも住宅使用料とあわ

せて、徴収に励みたいと思います。 

 ６節の住宅使用料でございます。駐車場使用料でございます。これも幸子団地のみでございま

して、月額２,５００円をいただいております。駐車料の未納額は３８万１,５００円でございま

して、これも住宅使用料共益費と一緒に徴収に励みたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  駐車場の使用料で、吉富駅有料駐車場の使用料の内訳について、

御説明いたします。 

 利用件数が３万４,７３９件、うち有料件数が２万９,２７３件でございます。日平均にします

と利用件数が９５件、うち平均有料件数が８０件。日平均の料金としましては、８,８００円程

度でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済いません、今、るるちょっと説明いただいたんですが、先ほど、

町営住宅の駐車場、これちょっと未納分、件数がさっき説明なかったんで、件数が何件か。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長、答弁を。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  現年分が６名でございまして、滞納分ともう転出された方を合

わせて１９名の方が滞納されております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほど住宅使用料のときは未納者が、入居者が１６人で、こちら

の住宅共益費の未納者が７人で、駐車場の使用者が６人、というちょっとばらばらなんですけど、

これ、こっちのお金は払ってこっちは払わんとかいう形でしよんか、どうなん、ちょっとその辺

をお聞きしたい。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  滞納している方には、毎月何万円というような分納されている
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方がございますので、その関係で若干そういう人数がずれると思います。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  いいですか。 

 続いて９ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じく１２款１項使用料ですが、こちらで、教育使用料の１節か

ら３節まで、幼稚園使用料、社会教育使用料、保健体育使用料の内容についてちょっと説明をお

願いします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えいたします。まず１節の幼稚園使用料であります。２５年度

の入園者は２名でした。そのうち１名が保育料免除世帯でありましたので、１名分の調定で月

５,０００円掛け１１カ月の５万５,０００円の収入であります。 

 次に、２節の社会教育使用料であります。 

 まず、フォーユー会館につきましては、３９６万３,６６７円の使用料収入であります。利用

者数につきましては、４万２,５６０人であります。 

 次に、研修センター使用料につきましては、そこに記載のとおり１万８,２２０円の収入であ

ります。利用者数につきましては、２０７人であります。 

 次に、憩いのやかたの使用料であります。使用料は３４万９,４００円の収入でありまして、

利用人数につきましては１万５,１８７人であります。 

 次に、３節の保健体育使用料であります。 

 まず、体育館の使用料であります。これにつきましては、体育館、武道館の使用料であります。

使用料収入としまして８５万１,０００円。なお、利用人数につきましては、体育館につきまし

ては１万９,７８８人、武道館につきましては１万１,４１２人の利用人数であります。 

 次に、総合グラウンドの使用料であります。１６万３,１００円の収入額であります。利用人

数につきましては、１万６,８０６人の利用人数でありました。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今回、この総合グラウンドのほうが昨年に比べてかなり減収にな

っているんですが、その辺は何かこう、確認できますでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  いろいろ利用のときの天候等の関係で、利用できない日にちがあっ

たものと推測されます。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちなみにこの中で、町民が無料で使える施設はどこにあるんです

かね。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  町民が無料で使える施設にありましては、フォーユー会館、体育館、

武道館等のそれぞれの、体育施設におきましては体協等の団体等が使用料が免除になっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっとその下に行きますけど、２項の手数料、１目総務手数料

の１節総務手数料、この中に公文書閲覧手数料というのが入ってるんですが、これは何件分で、

どのような内容なんでしょうか。ちょっと説明してください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  はい、お答えします。件数につきましては、２件になります。１件

が２００円になります。中身につきましては、ちょっと先に行ってください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  件数につきましては、教務課分に係る分が１件あります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  同じく９ページ、ふるさとセンター使用料です。前年は

７,９００円ぐらいだったと思うんですが、ちょっとふえております。これからどのようにお使

いなんでしょうか。今、ふるさとセンターというんですか、駅舎にくっついていると思いますが、

それを商工会に委託管理させていただいておりますが、これからもそのままで行くんでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ２５年度につきましては、平成２４年４月１日に同センターの

管理条例を全部改正し、今、料金を改定いたしました。その関係もあって、各種団体が利用して

いただいているという状況であります。なお、平成２６年度についても同様に、そういった各種

団体には幅広くふるさとセンターを利用していただくように周知をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ふるさとセンター、この使用料はどこに入るんでしょうか、雑入

っちゅうか、何ですかね、どういう使い方されるんでしょうかね、簡単に言えば。 
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○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えします。一般財源として使われるということです。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございますか、９ページ。 

 １０ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １０ページですね。また款手数料同じくで、３目衛生手数料で、

こちらの２節衛生手数料で、犬登録手数料と狂犬病予防注射済票交付手数料と入っておりますが、

これ、吉富町で今、何件ぐらいあるんですかね。ちょっと教えてください。 

○議長（花畑  明君）  住民課長。 

○住民課長（瀬口  浩君）  お答えします。平成２５年度末で、登録件数が２８３頭います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに１０ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと今のと同じ、今のところなんですけど、これ猫も何かい

ろいろ問題があるようですけど、これ猫の把握っちゃ、この犬登録と一緒のようなシステムって

いうのはないんですか。ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  住民課長。 

○住民課長（瀬口  浩君）  猫につきましては、登録制度がありませんので、そういうふうな把

握は行っておりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じく手数料で、５目の土木手数料、１節土木手数料の中に、こ

ちらに屋外広告物許可申請手数料と住宅使用料督促手数料、あと何もなく督促手数料というのが

ありますので、ちょっとこの辺の内訳を教えてください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  それでは、屋外広告物について御説明いたします。屋外広告物

として管理中の物件が、現在２４件。平成２５年度につきましては４件、新たに許可を受けてお

ります。合計２８件が現在、屋外広告物として許可を受けております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  住宅使用料督促手数料の件でございます。２万９,０００円。

１件１００円で、２９０件の督促を出しております。納期限まで納付をしない場合は、督促状を

出すようになっております。 
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 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石議員は。よろしいですか。 

 その下の督促手数料、２万３,４００円の分については、どこの管轄の分ですか。 

 え、ちょっと待ってください。どの課の分になりますか。ちょっとお待ちください。はい、産

業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  申しわけありません。この督促手数料については、ちょっと私

も確認しておりませんので、委員会にて報告させていただきます。 

○議長（花畑  明君）  そのようにお願いします。是石利彦議員。（「今わからんならいいや」

と呼ぶ者あり）結構、あの、ちょっと不要な発言は控えてください。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今、土木手数料のところでですね、屋外広告物許可申請手数料に

ついて、ちょっと、これ内容をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  例えば、町道、県道において、広告等の看板を設置する場合に

は、福岡県の屋外広告条例に基づきまして許可を町が行うこととされております。そういった屋

外広告物について、許可を権限移譲受けております。そういったものでございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  素朴な質問で申しわけない。私、商売してますが、商売上、看板

出すんですが、私の敷地内に。そういうものは構わんのですね。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  はい、お答えします。屋外広告物については、県から移譲され

て、それについて更新をしております。それ以降につきましては、本町の町内を巡回したときに、

新たに設けられた設置看板について指導しております関係から、県から移譲する前に掲げた看板

等については把握をしておりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  よろしいですか。 

 ほかに１０ページ、ございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  暫時休憩をいたします。再開は、午後１時といたします。 

午前11時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 
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○議長（花畑  明君）  それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

 先ほどの１０ページの督促手数料について、執行部より説明がありますので、発言を許します。

健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  大変失礼しました。１０ページの１節の土木手数料でございま

す。その中の督促手数料２万２,４００円でございますが、住宅の共益費並びに駐車場の督促料

でございました。これが２つ合わせて２１４件、２万１,４００円が住宅の共益費、駐車場に当

たる部分でございました。大変失礼しました。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  先ほど、健康福祉課長が説明しました督促手数料のうち、河川

占用使用料の分の督促手数料が１０件、１,０００円分が含まれております。報告終わります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  それでは１１ページ、国庫支出金からお願いします。１２ページ、山本

議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １２ページ、この国庫支出金、国庫補助金、民生費補助金の

５７節児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業補助金、こちらのちょっと説明と、これ５７節でよかっ

たんですよね。ちょっとその辺を確認したいんですけど。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 ５７節でいいと思うんですけど、今手持ちの書類がございませんので、また後ほどお答えした

いと思います。 

○議長（花畑  明君）  続いてＤＶについては。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  失礼しました。お答えさせていただきます。 

 児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費補助金でございます。４４万９,０００円でございますが、

これでございますが、子育て相談総合窓口にかかる経費並びに児童虐待防止啓発活動にかかる、

２分の１の県からの国庫補助金でございます。 

 なお、さっきの５７節でいいのかという説明がございましたが、私の資料を確認したところ

５７節となっております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  １２ページ、ほかにございませんか。是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ちょっと今の５７節ですが、歳出ではどういうところに使うんで

しょうか。今の説明の中にあったんでしょうか。ちょっとお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（上西  裕君）  後ほどまた歳出のほうで説明させていただきます。 

○議長（花畑  明君）  １３ページ、お願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １３ページ、国庫支出金の中の国庫補助金、教育費補助金１節教

育費補助金、この中の内訳を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  まず、１節教育費補助金のまず１番目に、この補助金につきまして

は、生活保護法第６条第２項に規定する、要保護者に対して行う国庫補助金であります。本町で

は、要保護者に修学旅行費を国の基準以内で補助しておりまして、補助率は事業費の２分の１で

す。２５年度の実績としまして、３名の生徒に対しまして、５万６,１５１円を補助しましたの

で、その２分の１の２万８,０００円の国庫補助金がありました。これ内容につきましては、修

学旅行費の実費の３人分であります。その２分の１であります。 

 次に、幼稚園就園奨励補助金であります。この補助金につきましては、町が行います幼稚園就

園奨励補助に対しまして、３分の１以内の補助率で国庫補助されるものであります。町の幼稚園

就園奨励補助につきましては、吉富町の私立幼稚園就園奨励費補助の手続等に関する規則に基づ

き、私立幼稚園へ通っている者に補助をしております。２５年度の実績としまして、４園、私立

幼稚園４園、園児７名に対しまして、７６万３,０００円を補助して、そのうち国庫補助が

１８万６,０００円となっております。 

 次に、特別支援教育就学奨励費補助金４万円であります。この補助金につきましては、公立学

校の特別支援教育の就学奨励事業に対しまして補助される国庫補助金であります。町は、特別支

援学級に通学しております児童の保護者に対しまして案内をし、申請のあった者に対して審査を

しまして、奨励金を交付しております。２５年度の実績としまして、４人の児童に対しまして、

１２万１,０５２円を補助しまして、そのうち国庫補助が４万円となっております。 

 次に、学校施設環境改善交付金であります。これにつきましては、小学校調理室空調設置工事、

下水道排水設備工事、トイレ改修工事にかかる国庫補助金であります。 

 まず、繰越事業分につきまして、給食調理室の空調と下水道の接続工事、それと事務費で合わ

せまして収入済み額で５８８万７,０００円であります。次に、現年分でトイレ改修工事分の国

庫補助金でありますが、３,２１６万５,０００円、合わせて３,８０５万２,０００円の補助金で

あります。 

 次に、学校施設環境改善交付金、事務費であります。これにつきましては、トイレ改修工事の

事務費の３２万１,０００円の国庫補助金であります。 

 以上であります。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 
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○議員（２番 山本 定生君）  済みません、今るる説明があったんですが、ちょっと２つ最後の

学校施設環境関係の２つについて、ちょっと補助率の説明がなかったので、補助率の説明くださ

い。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  まず、給食調理室空調工事につきましては、補助率が３分の１であ

ります。下水道の接続工事につきましても、工事費の３分の１であります。事務費につきまして

は、交付額の１００分の１で算定されております。次に、トイレの改修工事につきましては、事

業費の３分の１の補助であります。事務費につきましては、交付額の１００分の１で算出されま

して、３２万１,０００円であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  続きまして、同じ目の２節防音事業関連維持事業補助金ですか、

ちょっとこの辺の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 これは防音事業関連事業費補助金として、１５４万３,０００円の補助金であります。内容に

つきましては、小学校の教室の除湿器を稼働させます、その電力量料金の１０分の６、それと電

力量基本料金の３分の２の補助率で補助されます国庫補助金であります。電力量料金分につきま

しては、５１万８４０円の１０分の６で３０万６,０００円です。基本料金分につきましては、

１８５万６,６１２円の３分の２の補助率で、１２３万７,０００円であります。合計の１５４万

３,０００円の補助金であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  よろしいですか。じゃ、１４ページ、１５ページ、１６ページ、山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １６ページ、１４款県支出金２項県補助金２目の県補助金１節の

総務費補助金ですね。こちらの中の１節総務費補助金の中のこの項目、個性ある地域づくり推進

事業費補助金、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金、生活交通確保対策補助金、こちらに

ついてちょっと説明をください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 今、御質問のありました個性ある地域づくり、それから緊急雇用の分につきましては、企画財

政課ですございますので、まず最初に回答、お答えさせていただきます。 
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 まず、個性ある地域づくり推進事業費補助金でございますが、金額が１１万７,０００円とな

ってございます。これにつきましては、京築フェスタ実行委員会の負担金というものがございま

して、そのかかった費用の、１０万２,０００円かかったわけなんですが、その２分の１の補助

ということで５万１,０００円、それから、吉富町明るいまちづくり活動補助金交付事業という

ことで、この合計額が１３万２,１４７円でございまして、そのやはり補助率２分１ということ

で計算いたしまして、最初の京築フェスタの分が５万１,０００円、吉富町明るいまちづくり活

動補助金交付事業の分が６万６,０００円、合わせまして１１万７,０００円となってるわけでご

ざいます。 

 続きまして、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金についてでございます。金額は

５２５万６,０７９円となってございます。これにつきましては、この事業は、厳しい雇用情勢

を踏まえ、生活防衛のための緊急対策として、新たな雇用を創出する事業を国からの交付金を財

源にしまして、県が基金を造成しております。それによりまして、県及び県下市町村において、

雇用対策の事業を行ったものでございます。 

 本町につきましては、直接雇用の２事業といたしまして、こどもの森に保育士１名を雇用いた

しました。事業名が保育士加配特別支援事業でございます。それと小学校に非常勤講師１名を雇

用しております。事業名としましては、学習支援員配置事業でございます。その合計の金額と、

あとそれに合わせまして、雇用保険料、それから職員の総合健診負担金、それと非常勤の職員の

公務災害補償の保険料等合わせまして、その合計金額が先ほど言いました５２５万６,０７９円

になってございまして、その１０分の１０が交付されたものでございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  最後の生活交通安全対策補助金なんですけども、これにつきまして

は県の補助金で、本町が実施しています吉富町の巡回バス、それから築上東部乗合タクシーに対

しまして、経費の負担割合に応じまして、収益率、それから補助率、それから補正率をかけまし

て、補助金を計算してこの金額になっております。 

 ちなみに、巡回バスに関しましては３４万２,０００円、それから築上東部乗合タクシーに関

しましては、９万円の補助があります。といいますのも、乗合タクシーのほうが収益率がいいも

ので、補助金が尐なくなっております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  声を出してくれないとわかりません。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これ生活安全じゃなくて、生活交通確保対策なんですかね。これ、

その負担割合とかそういうのはないんですか。 
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○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  実際の金額でお教えしましょうか。巡回バスなんですけども、補助

対象の経費費用が５３９万４,４３０円、それから補助対象経費収益ということで、収益が

１１０万７,０００円、欠損額ということで、この経費費用と収益を引いた分ですね、引いた分

が４２８万７,４３０円、これに経常経費を１１０万７,０００円を４２８万７,４３０円で割っ

た部分が０.２０５になるんですけども、これが収支率になります。この収支率の２０％を掛け

た分と、なおかつそれの４０％掛けた部分で金額が３４万２,０００円と、こういうようなちょ

っと複雑な計算で補助金が算出されております。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか。１７ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちらの県補助金、民生費補助金４節老人福祉費補助金の中の老

人クラブ助成事業費補助金と老人クラブ連合活動促進事業費補助金、この２つについてちょっと

説明お願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 老人クラブ助成事業費補助金でございます。吉富町には、現在、１４クラブがございますが、

１２クラブが適正クラブとなっております。会員数がおよそ３０名以上がこの１２クラブでござ

いまして、それに対する県からの補助金でございます。 

 次の老人クラブ連合会活動促進事業費補助金１６万円でございます。この分は、老人クラブに

連合会がございまして、その活動を促進する事業費となっております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません、この老人クラブ助成事業費というのはどうやったで

すかね。団体宛てにの金額やったですかね、人数割やったですかね。ちょっとその辺教えてくだ

さい。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  後でまた老人クラブの補助金のとこで出ておりますが、人数割

と平等割に２つに分かれております。 

 以上です。はい、そうでございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか、１７ページ。１８ページお願いします。山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じ款、項で、７目の教育費補助金の１節社会教育費補助金、地

域活動指導員設置事業補助金とありますが、ちょっとこちらの説明をしてください。 
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○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 地域活動指導員設置事業につきましては、福岡県が子供たちの生きる力を育むため、生活体験、

社会体験、学習活動などの地域活動を推進することを目的に実施しております事業であります。

地域活動指導員設置事業補助金交付要綱に基づきまして、我が町において、地域活動指導員を設

置しております。その経費の一部が補助金として交付されるものであります。補助金につきまし

ては、５０万４,３６０円になります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これ昨年の３１万６,０００円なんですが、これは人数割とかな

んかそういう算定根拠っていうのがあったら教えてください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  これは、地域活動指導員１名につきまして、報酬、月額２０万円以

内の報酬と、それを基礎として算定されます社会保険料を合算して算出されます年間所要額の

１０分の９以内の補助率で補助されます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続いて１９ページお願いします。２０ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１節土地建物

貸付収入の中の町有地貸付料と環境衛生事務組合土地貸付料、社会教育施設用地貸付料、この

３点について説明してください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 まず、最初の町有地貸付料でございます。金額が１２５万２,０５４円ですね、済みませんで

した、の説明でございます。このうちをほとんどが企画財政課の管轄でございます。その分の正

確な数字でいきますと、企画財政課管理分１２４万５,７８８円になります。 

 その内訳なんですが、町有地貸付料といたしまして、長期貸付分といたしまして４件ほどござ

います。まず１件が、天仲寺山の下の町有地をお貸ししております。その金額が年間７２万円と

なります。それと次ですが、黒川沿いのところですが、１件お貸ししております。その金額が年

間で１０万円でございます。それと２５年度から、新たに貸し付けをしております別府の町有地

のところでございます。ここにつきましては、２５年の７月２５日からの貸し付けが始まってご

ざいます。その金額が、日割り計算もしまして、３６万７,３９０円となってございます。その

分の町有地貸付料の合計が１１８万７,３９０円となります。 
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 それから、あと電柱があります。電柱の占用料が合計で５万８,１０８円となってございます。 

 それとあと、町有地の貸付料の短期分、臨時的にお貸しした分が１件ございます。その分が計

算によって２９０円ということになっております。内訳としては、その合計金額になるわけでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  住民課長。 

○住民課長（瀬口  浩君）  お答えいたします。 

 環境衛生事務組合土地貸付料ですけど、これは界木にありますし尿処理場とその事務所に対し

ましての土地貸付料の代金でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  ３点目の社会教育施設用地貸付料１１万４,３６０円の説明をいた

します。 

 これにつきましては、社会教育施設内に設置をしております各種自動販売機、それと武道館の

西側の駐車場にあります、九州電力に貸してます大気環境自動測定局、それと同じく九州電力に

皇后石研修センター内にあります、電力供給用の電柱等の用地貸付収入となっております。その

内容につきましては、自動販売機につきましては、全部で１０台で１０万８,５７０円です。大

気環境自動測定局用地につきましては、面積が１４.７６平米で２,６６０円です。電力供給用に

つきましては３,１３４円、合計の１１万４,３６４円となっております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  町有地貸付料、先ほど多分７２万円というのが、昨年の説明では

東病院だから、あの駐車場のことかなと思うんですが、この環境衛生事務組合に土地を貸し付け

ておりますが、ここの環境衛生事務組合というところはもう既に決算終わられたんでしょうか。

ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  住民課長。 

○住民課長（瀬口  浩君）  ８月の２８日に、環境衛生事務組合の議会で決算の認定をもらって

おります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかによろしいですか。ページを進めます。２１ページ、２２、山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません。２項財産売り払い収入１目不動産売り払い収入１節
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不動産売り払い代金の中で、町有地売り払い収入というのがありますので、ちょっとそちらの説

明をしてください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 町有地普通財産の売り払い収入として、７３３万２,０００円が上がっております。これにつ

きましては、鈴熊分譲地の３区画のうち、最後の１区画が残っておったわけですが、その分が売

れたということの収入でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じページで、１６款寄附金１項寄附金１目一般寄附金で、こち

らで１節一般寄附金がありますが、あとその下のふるさと吉富、ちょっとページ変わるんで、先

にこちらだけいきます。一般寄附金について、ちょっと説明のほうをお願いします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 一般寄附金として、５００万円の寄附をいただいてございます。この寄附につきましては、吉

富町のほうに引っ越しというんですかね、住まわれまして、この吉富町が気に入ったということ

で、吉富町のためにということで、亡くなられました御遺族の方からいただいた寄附でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今の説明じゃ、多分１件だと思います。こちら１件中の１件とい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  済みません、そのとおりでございます。 

○議長（花畑  明君）  ２２ページをお願いします。 

 挙手をするときは声かけをしてください。私も下の資料を見てます。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じ寄附金の中でページまたがりますので、次の１節ふるさと吉

富まちづくり応援寄附金、こちらについての説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 ふるさと吉富まちづくり応援寄附金として、１１万円を上げてございます。これは２０年度か

ら開始された寄附金制度でございまして、この２５年度につきましては、合計７件、人数で言い
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ますと２名の方からの寄附でございます。この合計が１１万円ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  また同じく２２ページ、こちらの３目児童手当にかかる寄附金と

いうのがありますが、ちょっとこちら、これはどういうものなんでしょうか。昨年までは多分、

子ども手当支援寄附金だったと思うんですが、ちょっとその辺の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  現在ある制度で児童手当がございます。その分で寄附金をいた

だいたならば、こちらに入れるような節をつくっております。残念ながら今のところはゼロとい

うことで。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと小さな話なんですけど、昨年は支援寄附金やったんです

が、今回支援じゃなくなったけど、何かそれは意味があったのかないのか、ちょっとその辺教え

てください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  特段の意味合いはございませんが、児童手当にかかる寄附金と

いうことで、たしかこれ、県のほうからそういう準則かなんかを参考にさせてもらってると思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  この下、今度１７款繰入金１項基金繰入金１目基金繰入金の中で、

２節特定目的基金繰入金というのがあって、この中に公共下水道事業費基金繰り入れはいいんで

すが、このふるさと吉富まちづくり応援基金繰り入れと地域振興基金繰り入れについて、ちょっ

と説明お願いします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  まず最初に、ふるさと吉富まちづくり応援基金繰り入れについ

て説明させていただきます。金額は８,０００円ということなんですが、これは平成２４年度、

ふるさと吉富まちづくり応援寄附金として１０万８,０００円を受け入れたもののうち、この平

成２５年度当初予算で、基金繰り入れの予算計上しておりましたこの８,０００円を崩して、一

般会計予算に繰り入れたものでございます。 

 次に、地域振興基金繰り入れ７３１万７,０００円についてでございます。活力あるまちづく
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り推進及び地域の振興を図るため、吉富町地域振興基金を設置してるわけですが、この基金につ

きましては、経費の財源に充てるということで、予算の定めるところにより処分ができるように

なっております。その関係で、英会話ふれあい事業、これ小学校や保育園で行っている事業と、

英語の短期語学研修の助成に使っている費用なんですが、その分について、この地域振興基金を

崩して繰り入れたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  よろしいですか。じゃ、次ページを。２３ページ、２４ページ、山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  次のページ、２４ページ、諸収入、３項雑入１目雑入の４節雑入

の中で、上からずっと真ん中辺にいくんですが、介護保険、真ん中辺じゃないな、ごめん。あら

ちょっと待って。真ん中辺じゃない、あらちょっとどこいった。 

○議長（花畑  明君）  介護予防。 

○議員（２番 山本 定生君）  福岡県介護保険広域連合派遣職員給与。済みません、ちょっと抜

かしてました。 

○議長（花畑  明君）  ８行目ですね。 

○議員（２番 山本 定生君）  と、ふるさとセンター自動販売機電気使用料、社会教育施設自動

販売機電気使用料についてちょっと説明お願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 福岡県介護保険広域連合派遣職員給与等の負担金でございますが、吉富町より１名豊築支部の

ほうに派遣しております。その職員にかかった経費全てが広域連合のほうから負担金として、歳

入で入ってきます。その分、１名分の分をそこに上げております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ふるさとセンターの自動販売機の電気使用料ですが、吉富駅に

は自動販売機が九州リテールが２台設置しております。それにかかる電気料については、ＪＲの

ほうで負担するということでの電気料金の仕組みでございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  ３点目の社会教育施設自動販売機電気使用料についてお答えします。 

 先ほども説明しましたように、社会教育施設内に１０台の自動販売機を設置しております。そ

れの電気使用料の収入となっております。 



- 45 - 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  このふるさとセンター自動販売機電気料というのは昨年と同じ、

社会教育施設自動販売機電気料金は昨年とは違うので、ちょっとこの算定の内容を教えてくださ

い。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 社会教育施設の自動販売機の電気使用料につきましては、使用料の額としましては、売り上げ

の１５％ないしは２０％、２５％、１０％と、それぞれ業者ごとに売り上げの何％という額で、

電気使用料として収入しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ふるさとセンターの電気使用料につきましては、個別に電気

メーターを設置しております。その電気使用料にかかる電気料ということで、この収入があると

いうことです。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じ雑入の中で、その後フォーユー会館太陽光発電余剰電力販売

料というのがあるんですが、これは設置前との比較というのはもうできてますか。付けてからた

しか２年ぐらい経つかなとは思うんですが。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  設置前の比較といいますか、付けてからこの余剰電力を販売した電

力の販売料であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  そうですね。済みません、これもうちょっと後で歳出のほうでも

う一回お聞きします、済みません。そうやね、設置前の金額があるわけねえわな、ごめんなさい、

済みません。 

 それと、吉富町外１市中学校組合派遣職員給与負担金と吉富町外１町環境衛生事務組合併任職

員給与負担金というのがあるんですが、ちょっとこの２つの説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  最初のほうは総務課のほうでしてますので、うちのほうからお答え
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します。 

 これにつきましては、派遣職員、今女性職員が２名派遣されております。この方の給与等の負

担金になります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員の前に、住民課長。 

○住民課長（瀬口  浩君）  お答えします。 

 吉富町外１町環境衛生組合併任職員給与負担金ですけど、住民課長が環境衛生事務組合の事務

局長を併任しておりまして、環境衛生の事務に対しまして、その分の負担割合ということで、昨

年までは負担割合が１０％だったんですけど、２５年度は見直しを行いまして３０％に変えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今の雑入のところ、同僚議員の質問の中からちょっと思うところ

ありますが、社会教育施設自動販売機電気使用料とありますが、これ今、説明を聞きますと、

１０％から２５％の売上金からいただけるということですので、実際の電気料よりもある程度収

入があると考えていいと思うんですね。要するに手数料をいただいておるということですね。使

用料とありますが、手数料ですね。それで、ふるさとセンターはまだ契約上、ＪＲのものという

ような説明だったと思いますが、これ先ほどの社会教育施設と同等の契約にはできないんでしょ

うか。それちょっと質問お願いします。おかしい。おかしいなら、聞いてもらう、委員会で。 

○議長（花畑  明君）  決算。梅津議員何か。いいですか、是石議員。じゃ、先に進みます。総

務課長どうぞ。 

○総務課長（江河 厚志君）  申しわけございません。先ほどの山本議員の中学校組合の関係なん

ですけども、あと、女性職員２名と言ったんですけど、それに加えまして教務課長、教務課長が

給料の４０％を負担していただいております。済みません、訂正しておわび申し上げます。 

○議長（花畑  明君）  よろしいですか。じゃ、２５ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２５ページの一番上の分、このその他の収入とありますので、こ

こに書けないような細かい内容なのかなと思いますが、ちょっと説明ができるなら説明をしてく

ださい。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  総務のほうが、１６万円ほどあります。その中身につきましては、

全国町村会団体生命の共済配当金、平成２４年度の掛金に対する還付金、これが８万４,０８０円

ほどあります。それから建物災害共済、これが８万４,１００円ほど、この二百二十数万円の中
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に総務としては入っております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  教務課分をお答えいたします。 

 教務課分の冊子「吉富町の歴史と文化財」、１冊５００円であります。これ５冊分。教務課分

としては２,５００円の収入があります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  企画財政課分でございます。 

 合計金額としては、この雑入の中に４９万６,０００円が入ってございます。内訳としまして

は、ホームページの広告料が８件で４７万５,０００円でございます。それと、広報での、広報

誌に載せる広告ですが、その分が２万円となってございます。それと労金への出資金が１,０００円。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  産業建設課関係で、開発行為事務に関する交付金が１万

１,０００円でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに言う課がございましたら。よろしいですか。もうそれでよろしい

ですか。ほかに２５ページで。２６ページをお願いします。 

 歳入全般についての御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  では次に、歳出に移ります。歳出の２７ページをお開きください。

２８ページ、２９ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  歳出２９ページ、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の中

で委託料、１３節委託料ですね。この中に、職員援助プログラム委託料というのがありますが、

前回も聞いたと思うんですが、この利用件数と利用者数の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  これに関しましては、業者からの３カ月に１回の報告でされている

んですけども、延べ人数になります。今ちょっとここに資料用意しておりませんので、また改め

て数字はお教えしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  横川議員。 
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○議員（５番 横川 清一君）  ２９ページ、１０節交際費、町長交際費ですが、昨年度もお尋ね

しました。昨年度も町長にトップセールスをじゃんじゃんやってほしいと。２５年度は、町長の

中でトップセールスとして何か成果があったというところがあれば、お教え願いたいんですけれ

ども。 

○議長（花畑  明君）  それは質問の趣旨が違うんじゃないですかね。 

○議員（５番 横川 清一君）  ああ、そうですか。済みません。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほどの委託料のその次の次、まだ下のほうになるんですが、人

事評価制度構築導入支援業務委託料というのが、これ昨年から始まってますが、これ今現在どう

いう形になっているんでしょうか。この時点でどうなったんでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 

 昨年ですね、人事評価制度のマニュアル案を作成しました。今年度と来年度にかけてなんです

けれども、この実際にどういった内容のものをどういったことをするのかということで、業者さ

んを含めまして、今現在、指導をしていただいております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか。じゃ、３０ページ、３１ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ３１ページ、総務費、総務管理費の中の５目財産管理費で７節賃

金、草刈り人賃金、乗用とありますが、この人数と内容を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ７節の賃金でございますが、金額として１万９,２５０円を計

上しておる分でございます。これにつきましては、企画財政課が管理しております町有地、別府

の町有地、あと玄光院のグラウンド等に対して、乗用の草刈り機を使って草刈りをしていただく

ようになってございます。漁港のグラウンドを管理していただいている管理人の３名の方に、こ

の草の伸びる５月から１０月の間で４回程度の草刈りをお願いしている分でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ３１ページよろしいですか。この後まだ１００ページまでいきますので、

しっかりと頑張ってお願いします。３２ページお願いします。３３ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ３３ページ、一番上の８節報償費ですね。この中の企業立地奨励

金と定住化奨励金とあります。この内容について説明してください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 
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 まず最初に、企業立地奨励金として１１３万４,０００円を上げてございます。これにつきま

しては、家屋と償却資産にかかります固定資産税の税率の２分の１を３年間交付するものでござ

いまして、２５年度につきましては、株式会社アイエヌラインさんに６４万円、それから田辺三

菱製薬工場株式会社さんに４９万４,０００円となってございます。 

 次に、定住化奨励金４４２万９,５１４円についてでございます。これにつきましては、

２５年度の分につきましては、７１件の対象がございまして、その合計金額がそういった金額に

なってるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  昨年から比べて定住化６８件から７１件とふえてますので、大変

いいことだと思います。続けて質問いきますね、時間ないんで。 

 １４節使用料及び賃借料の中に、工具器具等リース料とあるんですが、ちょっとこれがわから

ないんで説明してください。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 この分につきましては、花のシンフォニー事業に計上したものでございまして、花壇が破損い

たしましたので、その花壇の改良のために振動ドリルをリースで借りたその代金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに３３ページ、よろしいですか。３４ページお願いします。

３５ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ３５ページ、一番上の段の１５節工事請負費、交通安全対策費の

中の工事請負費、交通安全施設設置費とありますので、ちょっとこの辺の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  御説明を申し上げます。 

 ミラーの増設、それから区画線の設置、それから徐行の文字の新設あるいは停止線の復旧とか、

そういった部分とカーブミラー、これも設置になります、カーブミラーの設置。それから道路反

射鏡設置等で８６万３,１００円になります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ３５ページ、３６ページ、３６ページですね。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません、これも３５ページからちょっと継続してなるんです

が、ここに防災無線の各費用が出ておりますが、昨年これたしか新型のデジタルに更新されたと

思いますが、問題がなかったのか、全校にきちんと届いているか確認などを行ったのか、もしく
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は行う予定があるのか、ちょっと教えてください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  今、結構不具合が生じていますので、詳細を今、東芝のほうで調査

をしている状況です。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  せっかくですので、３５ページ、是石利彦議員。結構ですか。３７ペー

ジお願いします。３８ページお願いします。３９ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちらの分の、ここは微税費になるのかな。微税費の中の１９節

負担金補助及び交付金の中で、ｅＬＴＡＸの運用がたしか昨年新規で始まったと思うんですが、

これのちょっと利用者があるのかないのか、そういう利用者から問い合わせがあったのか、ちょ

っとその辺教えてください。 

○議長（花畑  明君）  税務課長。 

○税務課長（峯本 安昭君）  利用件数はかなり多いので把握してませんが、ｅＬＴＡＸで来る分

には、源泉徴収票から申告書からかなりの件数が来ております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ４０ページお願いします。４１ページ、４２ページ、４３ページ、

４４ページ、４５ページ、４６ページ、もう皆さん、印をつけてると思いますので、尐し早目に

いきます。４７ページ、４８ページ、４９ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ４９ページ、３款民生費１項社会福祉費の３目老人福祉費か、こ

の中の８節報償費ですね。敬老金というのがありますが、これは、このときは何人が対象で、何

人に渡せましたか。ちなみにことしの対象者もわかれば教えてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  敬老金でございますが、５９４名の方でございます。全員の方

にお届けをさせていただいております。 

 以上でございます。そして、２６年度につきましては、現在まだ配付中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ４９ページ終わりました。５０ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ４９ページと５０ページ、これまたがった分で２つあるんですが、

緊急通報電話機修繕料と緊急通報電話機内電池代というのが上がってるんですが、これの修繕の

内容と、この電池は毎回、全戸全件分を交換してるのか教えてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  緊急通報電話の修繕料でございます。まず、６万８,２５０円
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となっております。緊急通報電話は、どうしても高齢者のお宅にあるものですから線を無理やり

といったら悪いんですけど、引っ張ったり、そういう分で修繕が主なものでございます。そして、

電池の交換ですが、今、切れたとこから、消防のほうに異常というデータが届きますから、直ち

に業者が駆けつけて、もしくは職員が電池交換をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ５０ページいいですか。じゃ、続いて５１ページ、５２ページ、山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ５２ページ、３款民生費、社会福祉費の４目介護予防事業費です

ね、この中の委託料、介護予防事業委託料と介護予防支援委託料とあります。ここちょっと不用

額が多いんでその説明と、この委託してる内容について説明してください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えいたします。 

 介護予防事業委託料でございます。１,０６６万９,７５０円の内容でございますが、介護予防

事業として、特定高齢者の分で町内の鳳寿園さんのほうに委託をさせていただいております。月

平均８１名ほど利用しておりまして、主に介護保険法によるデイサービス等に準じた事業を委託

しております。 

 そしてもう一つ、介護事業の委託の中で、一般高齢者でございます。一般高齢者は比較的元気

のよい高齢者という位置づけをしておりまして、委託先といたしまして、鳳寿園、亀保の里、ほ

うらい山荘、周防学園、福岡京築農協がされてる事業所にお願いをしております。延べ９７９名

の方に御利用をいただいております。特定高齢者の分、一般高齢者の分でございますが、当初の

見込み、前年を参考に見込んでいたんでございますが、見込みよりかなり下回っております。こ

の金額が余るということは、元気な老人がふえたということでございます。 

 そしてもう一つの介護予防支援委託料でございます。これ指定介護予防支援事業といいまして、

ケアプランを事業所にお願いする分で、その委託料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ５２ページほかによろしいですか。５３ページお願いします。５４ペー

ジ、５５ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ５５ページ、こちら民生費の児童福祉総務費の中で、１３節委託

料の中の子育て支援センター耐震補強計画評価業務委託料と、子育て支援センター耐震工事設計

及び監理業務委託料と、子ども・子育て支援事業調査業務委託料、これらについて、ちょっと

我々議会のほうに報告がないんで説明をしてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（上西  裕君）  子育て支援センター耐震補強計画評価業務委託料１５３万

３,０００円でございます。公益財団法人福岡県建築技術情報センターに、この耐震の計画の評

価の委託をしたときの委託料でございます。 

 続きまして、子育て支援センター耐震工事設計及び監理業務委託料でございます。２３０万

８,９５０円です。これも公益財団法人福岡県建築技術情報センターに、耐震工事の設計並びに

監理業務委託をお願いした委託料でございます。 

 続きまして、子ども・子育て支援事業調査業務委託料でございます。８４万円、これにかかり

まして、子ども・子育て支援事業の計画を現在策定中でございまして、前年にアンケート調査な

どを行っております。この委託料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ほかに５５ページで。５６ページお願いします。５７ページ、５８ペー

ジ、５９ページ、６０ページお願いします。６１、６２ページ、６３ページ、６４ページ、

６５ページ、６６ページ、６７ページ、６８ページ。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと待ってください。 

○議長（花畑  明君）  どこで待つんですか。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと待ってください。ページがわからんことなった。いいで

す、済みません。 

○議長（花畑  明君）  山本議員どこ。 

○議員（２番 山本 定生君）  いいです、いいです。 

○議長（花畑  明君）  ６８ページ、６９ページ、７０ページ、７１ページ、７２ページ、

７３ページ、７４ページ、７５ページ、７６ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ７６ページ、土木費、道路橋梁費で道路新設改良費があります。

この委託料及び工事費と公有財産購入費について、説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  まず委託料ですが、直江横園線交差点改良工事に伴う設計業務

の委託料でございます。そして次に、大市屋敷線用地調査業務委託としての２件の委託料でござ

います。次に、工事請負費ですが、工事請負費につきましては、２７件、２５年度発注しており

ます。不用額が４,４３７万５１０円の不用額が発生しておりますが、これにつきましては、入

札の執行残による不用額であります。続きまして、公有財産購入費ですが、町内６路線、２０筆、

対象者が１２名から道路用地として買収をしております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 
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○議員（２番 山本 定生君）  済みません、その上の、負担金補助及び交付金の町道吉富駅前線

ロータリー部円形花壇管理活動助成金とありますが、それと済みません、ページがちょっと戻る

んですが、１３委託料の町道吉富駅前植栽美化管理業務委託料、この２つについての説明をお願

いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えします。 

 まず、委託料ですが、吉富駅にあります植栽、樹木について、剪定・管理等を２５年度はＣＢ

いきいきクラブに委託しておるものでございます。 

 次に、負担金及び交付金の中の吉富駅前ロータリー線の円形花壇管理活動助成金につきまして

は、レディースの皆様方に駅前のロータリーにある円形花壇の時期、時期に花を植えかえをいた

だいている、それについての交付金でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今の委託料のところです。吉富駅前美化管理業務委託料、７万円

の不用額はどういうことでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  まず、委託に当たりまして、見積書を徴しまして、その結果、

６３万円の委託料となった結果から、７万円の不用額が生じたわけです。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ７７ページお願いします。７８ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ７８ページ、土木費、都市計画費の中で、２目街路費、こちらの

１１節需用費の中で、街灯等維持新設費というのがありますので、こちらの修繕数もしくは新設

数、こちらのほうの説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  まず、光熱費ですが、これにつきましては、町内、町管理の街

灯の電気料並びに各自治会にある区内の電気料の補助をしております。それが２９７万５,４６８円

ですね。それから街灯等修繕、新設等につきましては、街灯の球切れあるいは新設等の要望があ

った際に、この費用をもって設置をしている。件数につきましては、球がえ等は特に蛍光灯です

ので、ちょっと把握しておりません。また、そしたら委員会等で報告させていただきます。よろ

しいでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  細かい内容は、また委員会で説明してください。新設とかってい
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うのが何件くらいあったのか聞きたいんですが。今後、今その蛍光灯と言われましたが、ＬＥＤ

を進めているわけじゃないんですか。ちょっとその辺を教えてください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ＬＥＤにつきましては、器具自体が修理がきかない場合はもう

ＬＥＤに交換しております。また、新設についても同様に、ＬＥＤの電灯にかえております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ７９ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ７９ページで、公園費の中の工事請負費の整備工事費と上がって

ますが、ちょっとこちらの内容を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  公園費の助成につきましては、現在、天仲寺公園、それから鈴

熊山公園、これにつきましては、各自治会に清掃をお願いしてるところであります。それについ

ての助成金であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ちょっと答弁の内容が。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  失礼しました。 

○議長（花畑  明君）  再度、答弁。産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  失礼いたしました。まず、天仲寺公園に昨年トイレを設置いた

しました。それと、同じく天仲寺公園で遊具が破損しておりました。そういった関係の費用でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに７９ページ、８０ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８０ページ、また都市計画費の中で、今度は駅周辺整備費という

のがあります、６目の。この中で、１節報酬、社会資本整備総合交付金事後評価委員報酬と

１５節の工事請負費、吉富駅前防犯カメラ設置工事費についてちょっと説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  まず、報酬ですが、吉富駅前の整備につきましては、社会資本

整備交付金事業によって整備したわけですが、これにつきましては、整備前に事前の評価、それ

からそれに合わせた完成後の事後評価が必須条件であります。そういった関係で、事後評価に関

しての委員の報酬としてであります。 

 次に工事請負費ですが、これにつきましては、吉富駅が完成後、自転車の盗難等が発生してお

りました。そういった関係から、どうにか犯罪、窃盗等を防止するために防犯カメラを設置した
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ものであります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほど、駅をつくるときのその評価をしないといけないと言われ

たんですが、これのとき予算で７万２,０００円で実質支出が１万８,０００円で、かなり余って

るんですが、これちょっと人数がどうだったのか、集まらなかったとか集める必要がなかった、

回数が尐なかったとか、その辺を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  事後評価につきましては、出席された方について報酬を支払い

をしております。１人３,０００円として出席した関係から、１回のみの開催で６名となります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに８０ページ。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  カメラ設置の件ですが、これは何台でしょうか。そして、設置し

て結果はどのような報告を受けておりますか。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  設置箇所につきましては、駅本体それから駐輪場、駐車場に設

置をしております。結果につきましては、自転車の盗難等届け出がありまして、警察にも被害届

を出し、警察のほうでその録画した画像について、情報の提供をしております。ただ、それ以降

については、捜査の件ですので、当課のほうには報告はございません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ８０ページよろしいですか。８１ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８１ページ、こちらの住宅管理費の中で、１３節委託料の中で、

山王団地第１工区設計単価入替業務委託料、山王団地第１工区建設監理業務委託料、山王団地第

２工区建設実施設計業務委託料とありますが、ちょっとこちらのほうの詳しい説明をお願いしま

す。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 山王団地第１工区工事設計単価入替委託料ですが、前年度単価から新しい単価になりますので、

その積算の単価の入替の委託料でございます。そして山王団地第１工区建設監理業務委託料でご

ざいますが、第１工区にかかります建設の監理の業務を委託しております。次の山王団地第２工

区建設実施設計の委託料でございます。現在建設中の第２工区の建設にかかる設計の業務を委託

をした次第でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  そして、その下の１５節工事請負費、山王団地解体工事費と山王

団地第１工区建設工事費の説明と設計単価と坪単価の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  山王団地解体工事の工事費でございます。８３万１,６００円

ということで、２棟を解体しております。坪単価はちょっと換算しなければ、今のところわかり

ません。山王団地第１工区建設工事の工事費でございます。６,８４８万１,０００円でございま

すが、この中には建物にかかわる分と、あと外溝工事とかを入っておりますので、俗に言う１坪

何ぼという、そういう計算は今ちょっとできかねません。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これもあんた１年も前からずっと坪単価聞きよんやけー、いい加

減出ちょろうもん。ちょっといい加減答えなさいよ。もうできたんやけー。決算よ。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  坪単価でございますが、外溝工事と本体工事、そういう工事を

入れた分しか算出はできません。今、決算で出てる６,８４８万１,０００円、これに延べ面積、

これを割れば簡単には出ると思うんですが、今のところ私は手元には資料がございません。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと議長、１年もかかっていまだに持ってねー、資料も出さ

んておかしいよ。これちょっと今すぐ出しない。休憩、休憩。今すぐ資料持ってこい。 

○議長（花畑  明君）  暫時休憩をいたします。再開を３５分といたします。２時３５分といた

します。 

午後２時21分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時35分再開 

○議長（花畑  明君）  それでは、休憩前に引き続き、再開をいたします。 

 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 山王団地第１工区の建設工事費の件でございます。第１の第１工区の１でございます。１ＬＤ

Ｋ４戸、１戸当たりの面積でございますが、５８.６平米、１７.７坪でございます。当初設計し

た金額は、坪単価当たり８３万６,７４１円。実際落札した金額に直しますと、５６万９,７２４円

でございます。落札金額から計算してみますと、一戸当たりは約１,００９万８,３７５円でござ
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います。なお、落札率につきましては、０.６８でございます。もう一つの山王団地１工区の

２でございます。２ＬＤＫ２戸、１戸当たり７７.６平米でございまして、坪に直しますと

２３.４坪でございます。設計が坪単価当たり７５万円、落札率が０.８でございますので、坪単

価当たり５９万８,８００円になっております。なお、一戸当たりの建設費でございますが、

１,４０４万３,７５０円でございます。なお本体につきまして、本体外構工事、付帯工事多岐に

分かれております。その関係で、とても細分化するのは何回も計算し直したんですけど、それか

ら工事の諸費、いろんな業者の事務経費ですかね、そういうのは計算するのがとても無理でござ

いましたので、坪単価に当たりまして、落札金額から平米を割った金額でご勘弁をお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  以前からですね、何度も何度も聞いてるわけですが、こういうの

は途中で経過報告というのではなく、昨年前回はですね、終わったら説明を出しますということ

だったんで、私は今日聞いているんです。だから事前に用意しておくものではないかなと思いま

す。 

 ちなみにこの山王団地ですが、もともと６戸の住んでいる方が確かいたとお聞きしたんですが、

この６戸の方は全てこちらのほうに移転されたのか、その辺お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お住まいだった６戸の方全員が移転しております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  続きまして８２ページをお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８２ページ１番上の２２節、補償補填及び賠償金、移転補償費と

ありますが、これは山王だと思いますが、その辺説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。１１５万８,３５０円でございま

す。この分でございますが、第１工区の建設に当たり移転した６世帯、１戸当たり約２０万円弱

でございますが、皆様の協力により、無事に移転をさしていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これは引っ越し代ではないよね。その辺お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 
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 この移転補償費ですが、引っ越し、荷物を伴いまして移転するに伴いまして、業者に見積もり

をいただきまして、荷物の運搬料です。あとエアコンの移設の費用等を充てております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ８２ページいいですか。８３ページをお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８３ページ９款消防費１項消防費２目非常備消防費の１３節、委

託料の委託のところの不動産鑑定料ですが、これ消防団第２分団の用地の件だと思うんですが、

この土地の面積、平米とですね、あと予定の建物の平米、それらがわかったら教えてください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  ちょっとお待ちください。済みません遅くなりました。 

 面積につきましては、雑種地の１９９.７１平米で、売買金額につきましては、平米当たり

１万９,０００円で算出しております。鑑定しております。で、売買金額につきましては、

３７９万４,４９０円というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今の平米を聞きました。その予定の建屋の平米がちょっとわから

ないんですけど。 

○議長（花畑  明君）  再度お願いします。 

○総務課長（江河 厚志君）  いいですいいです、わかります。延べ床面積ですね、予定なんです

けど、予算のときにお答えしてよろしいでしょうか。（「次の、補正で。いいよ」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今聞いたのはですね、不動産鑑定を行うということは、だいたい

の計画があると思ったのでお聞きしたんですが、そしたらちょっと聞き方変えましょう。こちら

の不動産鑑定を行う前に、予定地の地元自治会や近隣住民との協議、もしくはそういう説明会な

どを行ったのかお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  自治長ですね、自治会長には事前に売買契約をする前に、事前にお

知らせをしております。それから隣の方には議決前じゃなくて議決後にお話しをしております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ８３ページ、８４ページをお願いします、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８４ページですね。こちらの災害対策費の中で、委託料、防災ア

セスメント調査及び防災計画修正業務委託料と防災マップ等作成業務委託料が上がっております
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ので、そちらの説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  まず最初に、防災アセスメント調査及び地域防災計画の策定業務な

んですけれども、これにつきましては、繰越明許で対応させていただいております。これにつき

ましては平成９年度以来の改定でございまして、全面的に見直しを実施することと、改定後の地

域防災計画を、より本町の実情を踏まえました実効性のあるものにするため、記載事項の確認に

当初の見込みよりも大幅に時間を要したということと、福岡県の計画との整合性の確保のために

結構時間が要りますので、それで繰越明許にしております。 

 中身につきましては、まず防災アセスメント調査なんですけれども、これにつきましては、本

町におきます最新の防災対策に対するいろいろな資料を収集・分析した上で、国あるいは県など

の調査に基づきます被害想定を行いまして、避難あるいは警戒活動の単位である自治会、２０地

区なんですけど、２０地区ごとの地区別の状況あるいは課題を整理するとともに、本町全域にお

ける災害対策上の課題あるいは問題点を整理しまして、調査報告書を取りまとめております。 

 それからさらにですね、地域防災計画につきましては、先ほど申しましたように、全面的な修

正を行っております。先ほどの防災アセスメント調査の結果を踏まえまして、上位関連計画との

整合性、それから既存計画の課題などを整理した上で、既存の地域防災計画の抜本的な修正を行

っております。 

 それから防災マップ作成なんですけれども、これにつきましては、平成２４年度に防災アセス

メント調査を先ほど言いました実施して、地域防災計画を見直してるんですけれども、これに伴

いまして、既にあります防災マップ、既存の防災マップの内容をより充実させるとともに、パン

フレットの記載事項も一部修正というのが、土砂災害警戒区域とかいうものが新しくできた関係

で、一部修正も含めて取り組んでおります。そういったことで、マップ作成を行っております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じ防災対策費の中でですね、１９節負担金補助及び交付金とい

うのがあり、自主防災組織育成事業補助金というのがあります。確かこれ昨年からやられてるの

かなと思うんですが、昨年と違って今年の大体各自治体が使われたような内容を、これの内容の

説明と今年の傾向、どういうものが大体多かったかと、もしわかれば教えてください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  これにつきましては、今山本議員がおっしゃったとおり、昨年度と

同じように、全ての自治会で設置されます自主防災組織について、行政の支援が難しい大規模災

害を想定した場合、地域防災の要となっていただく存在でございます。それで、設立されました
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組織を町として育成・支援するために、訓練の実施、あるいは資機材の購入に要する経費の助成

を行っております。昨年度、おっしゃられたように設置しております。一応時限立法といいます

か、３年間で予定をしております。今年度の傾向につきましては、昨年は倉庫、機材・資機材を

入れる倉庫を購入していただいております。今年度の傾向としましては、その中に入れる器具、

そういったものが多かったように記憶しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続いて８５ページをお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８５ページですね。教育費１項教育総務費２事務局費の中の１節

報酬ですね、こちらに子供発達支援専門員報酬というのがありますが、これはどんなことをした

のか、お聞かせください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  子供発達支援員につきましては、平成２５年４月１日から設置して

おります。この支援専門員につきましては、町内在住の幼児、児童、生徒の発達におけるさまざ

まな問題や悩み等についての相談を受けまして、専門的な支援や指導、助言を行っていくことを

業務としております。毎週火曜日の９時から１５時までフォーユー会館で勤務し、そのうち毎月

第１火曜日につきましては、小学校において相談等を受け付けております。それで、２５年度の

相談実績としましては、フォーユー会館に来て、来談をした件数が２８３件、電話による相談が

３４件であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ごめんなさい、先にちょっと聞くの忘れました。済みません。ど

ういう方がこれをやられてるのか、お聞かせください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  臨床心理士の方が専門員をされております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ８５ページいいですか。８６ページをお願いします。８７ページ、山本

議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８７ページ、こちらが英会話ふれあい事業ですね、５目の。この

中で委託料と負担金補助及び交付金がありますが、先ほど基金のところでちょっと説明があった

んかと思いますが、この２つについて説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  まず１３節委託料、英会話ふれあい事業委託料につきまして説明い
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たします。小学校、保育園、就学前ですね、で行っています英会話ふれあい事業の委託料であり

ます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  それでは１９節のほうですが、英語短期研修参加助成金として、

２７万円が上がっております。これにつきましては、平成２４年度から小学校の４年生から６年

生の希望者に対しまして、町が指定します英語の短期語学研修、英語キャンプというんですが、

それへの参加費用の一部を助成している事業でございます。今１３節のほうで教務課長が答弁し

ました分と、私のこの金額と合わせた金額、１ページ戻っていただいたところの８６ページの一

番下に、支出済額で７３１万７,６００円となってございます。これにつきましては、２２ペー

ジ歳入のほうですね、２２ページのほうで、１７款１項１目２節のところで、地域振興基金のと

いうことで上がっている、この分の合計になるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ８７ページほかにありませんか。８８ページお願いします、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ８８ページ。１１節の需用費、９節の旅費も同じなんですが、需

用費でトイレ改修工事関係消耗品とありますが、小学校の分ですね。これ先日のトイレ改修だと

思うんですが、その後のこのトイレの評判とかわかりますか、何か聞いてます。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  小学校児童にも数人聞いております。教職員の方も聞いております

が、大変好評であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに８８ページいいですか。８９ページをお願いします。９０ページ。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません、８９ページ。 

○議長（花畑  明君）  ８９ページ、８９ですか。 

○議員（２番 山本 定生君）  はい、８９です。 

○議長（花畑  明君）  どうぞ。 

○議員（２番 山本 定生君）  小学校費の中のですね、学校管理費で原材料費、この１６節です

ね、こちらに砂はまあ何となくわかるんですが、木材とあるんですが、それをお聞かせください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 原材料費の木材につきましては、卒業記念品を制作するための木材代であります。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  彫ったりかなんかするってことね。なるほどなるほど、はいわか

りました。 

 そしたらですね、その下の１８節備品購入費、多分大変学校の備品は多いんでこういう書き方

だと思うんですが、主だったものでいいんでどういうものを今回買われたか、もしくは新規で買

ったものなどわかれば教えてください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 この中身につきましては、学校用図書代とそれから社会科の副読本、それと教師教職員用の指

導書、それと図書室の備品としまして、図書室の書架、棚ですね、これを購入しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ８９ページ、９０ページお願いします、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ９０ページ、今度は中学校費ですね、２項の。学校管理費、この

中に１９節負担金補助及び交付金とあります。こちらの中学校組合負担金ですが、こちらの議会

はもう決算を終わられてるんでしょうか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 中学校組合議会につきましては、来月月末を予定しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ９０ページいいですか。９１ページお願いします。９２ページ、

９３ページ、９４ページ、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ９４ページ、４目ですね、老人センター費の中の委託料。老人福

祉センター耐震診断業務委託料と老人福祉センター外壁調査業務委託料とありますが、この２つ

の違いと内容の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 まず老人センター耐震診断業務委託料につきましては、そのものズバリでありまして、老人福

祉センターへの耐震診断をしてもらう業務を委託した委託料であります。次の老人福祉センター

外壁等調査業務委託料につきましては、昨年外壁が崩落しまして、パラペット天井部分のモルタ

ルの一部が剥落していましたので、その早急な危険箇所の把握をするために調査をした業務の委

託料であります。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  それからですね、この老人センター費の中で、予備費支出及び充

用増減が出てますが、６３万円。これはどこに充たったのか説明してください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  予備費につきましては、先ほど説明しました老人福祉センター外壁

等調査業務委託料の予算を措置をしておりませんでした関係で、予備費から充用さしていただき

ました。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  これ６３万円から４４万１,０００円で大分余ってますが、これ

先日の補正予算とかで修正、補正しなくてもよかったんですかね、どうなんですか。ちょっとそ

の辺お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  予備費の充用の執行残でありました関係で、補正で減額はいたして

おりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ９５ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今度は５目フォーユー会館費１３節委託料とありますが、こちら

の中でフォーユー会館警備保障委託料、確か昨年ぐらいに始まったと思いますので、こちらにつ

いて何か問題点とか特段点の報告とか何かないでしょうか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 この件につきましては、今議員さん御指摘のように、２５年度から新しく警備員に委託をして

おります。１年と半年経過しましたが、特段問題点もなく、警備員につきましては、いろいろと

尽力されて良好な状態にあります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続いて９６ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じくフォーユー会館費で、１４節使用料及び賃借料。この中で、

駐車場借上料とありますが、これは毎年あるんですが、昨年聞きましたが、これは今後も続ける

のか、それが適切なのかどうかお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 
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 駐車場借り上げにつきましては、今フォーユー会館用地として４名の方からお借りをしており

ます。過去におきましても、売却等で譲ってもらえないかという相談もした経過もありますが、

なかなかこちらのこの相談には芳しい返事がない状態であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  そうですか。できればですね、いつまでもこうやらずに町のもの

になってほしいなと思いますが、また引き続きそういう相談をしてください。 

 そしてですね、その後駅駐車場有料化以降のフォーユー会館駐車場を他の方が使われているか

どうか、その辺の確認というのはどうなっているでしょうか。お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  ５月の中旪くらいから、ずっとそれ以前にも経過は見てきましたが、

５月から一応それらしい会館、体育館、武道館の施設利用時間前の駐車につきましては、本来の

駐車場に停めてくださいと注意のビラを配りまして、ずーっとそれを毎日観察しております。そ

れで今の状態につきましては、数台あるときもありますが、１台も停まってない時もあります。

注意をしてきたこの４カ月で、効果は上がってると感じております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  この駐車場のところに、今度防災倉庫をお建てになる計画が上が

っておりますが、それともやっぱり関係が出てくる可能性ありますか。 

○議長（花畑  明君）  ちょっと趣旨が違いますね。 

○議員（８番 是石 利彦君）  あの、じゃあ。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか。９６ページ、９７ページ、９８ページ。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません、９７ページに戻ります。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  保健体育費、５項ですね、この中の１目保健体育総務費１９節負

担金補助及び交付金とあります。この中で体育協会助成金がまた今年も毎年上がってるんですが、

前年実績と今回の決算確定時の推移の詳細を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 体育協会の決算の額につきましては、今把握はしておりませんが、適正に当初の目的を遂行す

るために執行されております。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  それではこれは昨年が２３０かな、今年下がったのは体協の決算

を見たうえでのことということで、特段何か理由があったわけではないんですかね。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  ２４年度２３０万円でした、御指摘のとおり。これは７０周年記念

事業に伴います３事業を行いまして、通常の２００万円の補助金から３０万円上乗せさせていた

だきました。それで２５年度この２１０万円につきましては、７０周年記念事業でしました３つ

のうちの１つ、７０キロウォーク分の１０万円を２５年度も継続した関係で、通常２３年度まで

の２００万円に、その７０キロウォーク分の１０万円がプラスされた２１０万円の支出となって

おります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ９８ページお願いします、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  同じ保健体育費の中で、体育施設費２目ですね、こちらの１３節

委託料。プール関係、プール保守管理業務委託料、プール監視業務委託料、プール清掃業務委託

料とあるんですが、この辺のプールについて、昨年から確か業者変わったのかな、その辺の説明

をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 まず上から、プール保守管理業務委託料につきましては、プールの循環ろ過装置の保守管理業

務委託料であります。年間３回、使用前、使用中、使用した後に管理を行うものであります。次

の、プール監視業務委託料につきましては、このとおりであります。７月２０日の夏休みから

８月いっぱいのプールの利用期間中の警備員であります。この業者につきましては、今年度

２６年度から変更いたしました。次にプール清掃委託料につきましては、これはプール使用前に

プールの本体、回り周辺を清掃する業務委託料であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ９８ページお願いします。９９ページお願いします。１００ページまで、

歳出全般についての御質疑はございませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ７１ページですね、農業基盤整備事業費６万６,０００円が上げ

られております。旅費１万６,０００円、需用費５万円と上がっておりますが、支出は全くあり

ません。質問の中に、引き続き当該の農業者の皆様に働きかけをするという回答があったと思い

ますが、何もなかったのはどういうことですか。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 
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○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えします。 

 ここで上げてます旅費、需用費につきましては、圃場整備にかかる申請等に必要な予算として

計上しておりましたが、地元の生産組合長、それから圃場整備に関係する方々に圃場整備推進に

向けていろいろと相談はいたしましたが、なかなか前向きな答えがいただけず、２５年度につき

ましても、申請に至らなかった関係から、不用額が生じたわけであります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  はい、是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ここで適切でない質問になるかと思いますが、２６年度もそうい

う状態だったんでしょうか。それは心配ですので、また本会議……。ええ、委員会で聞きますん

で。 

○議長（花畑  明君）  委員会でお願いします。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  先ほど歳入のところで、是石利彦議員より児童虐・ＤＶ対策総

合支援事業費補助金のところで、歳出がどれに当たるかということを御質問をいただいておりま

した。それに対して回答いたしたいと思います。５４ページをお開けください。５４ページで、

下のほうです。児童福祉総務費で報酬、右側のほうに子育て相談総合窓口相談員の報酬、３２万

４,０００円で。それと５５ページでございますが、１１節の需用費、消耗品の中で８万

６,９１３円、引き続き一つ空けて下の印刷製本費、その中の１２万３,９００円が先ほどの児童

虐待・ＤＶ対策に当たる支出でございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほど歳入のほうでフォーユー会館のことを聞いたんですが、歳

出のほうで今どこの部分で言おうかと思ってたんですが、太陽光をつけてから、売電金額が

１３万円ほどになってるんで、約１万円月くらいに上がるんでしょうね、計算上は。もちろん天

候によって変わると思うんですが、この太陽光を設置する前の電力と、これ水光熱全部入ってま

すからちょっとわかりづらい、電気だけじゃないんで。その太陽光設置前と設置後でどれくらい

差異があったか、そういう比較とかいうのはもう作ってますでしょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  電気代の比較ということですね。それは実際には作っておりません

が、太陽光の売電の収入につきましては、通常使用していない時に発電した電気を売電するもの

でありますので、通常業務の中での電気代の使用料につきましては、通常と差はないものと認識

しております。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ということは、もちろんこれは交付金とかそういうもので作られ

たんですが、年間に１３万円ほどしか設備で元は取れないという形でいいのかな、今の説明だと。

もちろん町が実費じゃないけどね。どんな感じなのかなと思ってね。今せっかく太陽光太陽光と

言われてるから、あれだけの設備で月１万ちゅうのはちょっとどうなんかなと思うんでね。ちょ

っとお聞きしたんですけど。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  済みません。ちょっと説明不足だったかもしれませんが、当然、通

常今まで九電から買っていた電力分を太陽光が発電しているときに、それを使っているものです

から、電気使用料につきましては、設置前よりも安くなっていると考えられます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっとここのシステムがよくわからないんですけど、私の知り

合いのつけてるところは、「だいたい月にこれくらい太陽光で発電されて、売電がこれぐらいで

電気代がこれくらい」って何かこう出るようなものがあるんでとお聞きしてたんですけど、そう

いうのがうちのフォーユー会館には設置されてないということでよろしいんでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  済みません。私がちょっと認識不足だと思います。たぶんそういう

データも当然あると思いますので、今お持ちしていませんが、確認しておきます。確認して、報

告します。 

 以上です。 

○議員（２番 山本 定生君）  お願いします。 

○議長（花畑  明君）  歳出全般について再度御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上、歳入歳出全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  次に、実質収支に関する調書１０１ページをお開きください。財産に関

する調書１０２ページ、それから１０３ページ、１０４、１０５ページまで。以上決算書全般に

ついての御質疑はございませんか。（発言する者あり）梅津議員そういう言い方はだめです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４８号平成２５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、ページ

を追って質疑を行います。 
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 それでは決算書の１ページをどうぞお開きください。１ページ、２ページ、３ページ、４ペー

ジ、５ページまで。 

 続きまして事項別明細書１ページをお開きください。歳入の１ページからお願いします。

２ページ、３ページ、４ページ、続いて５ページ、６ページ、７ページ、８ページ、９ページ、

１０ページ、１１ページまで。歳入全般についての御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  では次に歳出に移ります。歳出の１２ページをお開きください。続いて

１３ページ、１４、１５ページ、１６、１７ページ、１８ページ、１９ページ、続いて２０ペー

ジ、２１ページ、２２、２３ページ、２４ページまで。歳出全般についての御質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上歳入歳出全般について御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  次に、実質収支に関する調書２５ページをお開きください。財産に関す

る調書２６ページ。以上、決算書全般についての御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４９号平成２５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、ペー

ジを追って質疑を行います。それでは、決算書の１ページをお開きください。１ページ、２ペー

ジ、３ページまで。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入の１ページ、２ページ、３ページ、

４ページまで。歳入全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  では次に、歳出に移ります。歳出の５ページをお開きください。６ペー

ジ、７ページまで。歳出全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上、歳入歳出全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  では次に、実質収支に関する調書８ページをお開きください。 

 以上、決算書全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 
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 次に、議案第５０号平成２５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算について、ページを追っ

て質疑を行います。それでは、決算書の１ページめをお開きください。１ページ、２ページ、

３ページまで。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページ、３ページま

で。歳入全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  次に、歳出に移ります。歳出の４ページ。では、歳出全般についての御

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上、歳入歳出全般についてご質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番山本です。 

 さっき歳入で聞いてもよかったんですが、よくいろんなところであしなが基金とかありますが、

うちにそういう形で奨学金に大きな寄附とか何かそういう団体から問い合わせとかはないんです

かね、その辺お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  私が認識している限りでは、問い合わせ等はありません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  次に……。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  あと奨学金はですね、いつもお聞きしてるんですが現在この奨学

金を受けられている方、昨年からの分でいいんで、説明をください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えいたします。 

 平成２５年度の継続者分につきましては、合計で２４名であります。その内訳につきましては、

大学生が１８人です。専門学生が３人です。高校生が３人です。それと２５年度に新規に申請さ

れた方につきましては、合計で１０名であります。その内訳につきましては、大学生が７名、短

大生が１名、専門学校生が２名です。それと合計しまして、大学生が２５人、短大生が１人、専

門学校生が５人、高校生が３人の合計３４人です。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  いいですか。私が下向いていろいろ文書とかですね、目を通しておりま

すので、今の教務課長のように大きな声を出して挙手をしていただければ大変助かります。 

 では、以上歳入歳出全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（花畑  明君）  では、実質収支に関する調書５ページをお開きください。財産に関する

調書６ページ、以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５１号平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について、ペー

ジを追って質疑を行います。 

 では、決算書１ページをお開きください。１ページ目、２ページ、３ページまで。続きまして

事項別明細書１ページをお開きください。歳入の１ページ、２ページ、３ページ、４ページまで。

歳入全般についての御質疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）   次に、歳出に移ります。歳出の５ページから６ページ、７ページ、

８ページまで。歳出全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上、歳入歳出全般について御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  次に、実質収支に関する調書９ページをお開きください。以上、決算書

全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５２号平成２５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算について、ページ

を追って質疑を行いたいと思います。 

 決算報告書の１ページと２ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入全般について

の御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  次に、３ページと４ページをお開きください。資本的収入及び支出の収

入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  支出全般についての御質疑はありませんか。皆さん声が小さくなってま

すね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（花畑  明君）  続きまして、損益計算書５ページ、剰余金計算書の６ページと７ページ

を見てください。同じく６ページ剰余金処分計算書、貸借対照表８ページ９ページまで。以上、

決算書全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  ありがとうございます。質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第４７号から議案第５２号までの６議

案は、それぞれの所管委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号平成２５年度吉富町一般

会計歳入歳出決算は、お手元に配付の付託明細により、それぞれの所管委員会へ、議案第４８号

平成２５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は福祉産業建設委員会へ、議案第４９号

平成２５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は福祉産業建設委員会へ、議案第

５０号平成２５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算は総務文教委員会へ、議案第５１号平成

２５年度吉富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算は福祉産業建設委員会へ、議案第５２号平

成２５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算は福祉産業建設委員会へ、以上のとおりそ

れぞれの委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．報告第６号 平成２５年度吉富町健全化判断比率の報告について 

○議長（花畑  明君）  日程第１５、報告第６号平成２５年度吉富町健全化判断比率の報告につ

いてを議題にいたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  報告第６号平成２５年度吉富町健全化判断比率の報告をいたし

ます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２５年度吉富町健

全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告をいたします。 

 ７８ページの表をごらんいただきたいと思います。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につき

ましては、平成２５年度が黒字決算となっておりますので、該当なしという状況でございます。 

 また、実質公債費比率は６.９％となっておりまして、前年度より０.１％の減であり、早期健

全化基準の２５％を大幅に下回る良好な状況であります。 

 将来負担比率につきましては、平成２５年度は充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、

将来負担比率は算定されておりません。早期健全化基準の３５０％と比較いたしますと、これを

大幅に下回っており、良好ということであります。 
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 以上で報告を終わります。 

○議長（花畑  明君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。守口監査委員。 

○監査委員（守口賢二郎君）  平成２５年度吉富町健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、関係書類を監査した結

果、その意見は次のとおりであります。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類でありまして、

審査終了日は平成２６年８月２８日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類等を慎重に審査した結果、適正に作成され法令等に照らし

財政規模の算出過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値を大幅に下回っており良

好であると認めました。 

 平成２６年９月５日、吉富町監査委員太田文則、同、守口賢二郎。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  以上で、報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．報告第７号 平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告

について 

○議長（花畑  明君）  続いて日程第１６、報告第７号平成２５年度吉富町公共下水道事業特別

会計資金不足比率の報告についてを議題にいたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（赤尾 肇一君）  報告第７号平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報

告をいたします。失礼いたしました。平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率

の報告について御報告をいたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

によりまして、平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率を別紙監査委員の意見

をつけて御報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  ここで、代表監査委員に監査の報告を求めます。守口監査委員。 

○監査委員（守口賢二郎君）  平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告に

ついて。 

 平成２５年度吉富町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、その意見は次
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のとおりであります。 

 審査対象は、公共下水道事業特別会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類でありまして、審査終了日は平成２６年８月２８日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され法令等に照ら

し財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており良好であると認めました。 

 平成２６年９月５日、吉富町監査委員太田文則、同、守口賢二郎。 

○議長（花畑  明君）  以上で、報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．報告第８号 平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（花畑  明君）  日程第１７、報告第８号平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率

の報告についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（赤尾 肇一君）  報告第８号平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率につ

いて御報告いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

によりまして、平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率については、平成２５年度は資金

不足が発生せず算定されませんでしたので、監査委員の意見をつけその旨、御報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。守口監査委員長。 

○監査委員（守口賢二郎君）  平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について。 

 平成２５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、その意見は次のとおりで

す。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となった事項を記載した書類でありまし

て、審査終了日は平成２６年８月２８日であります。 

 財政資料の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され法令に照らし

財政規模の算定過程に誤りがなく、正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており良好であると認めました。 

 平成２６年９月５日、吉富町監査委員太田文則、同、守口賢二郎。 
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○議長（花畑  明君）  以上で、報告説明を終わります。 

 守口監査委員は退席をされて結構でございます。長時間にわたり大変お疲れさまでございまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第５３号 平成２６年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（花畑  明君）  日程第１８、議案第５３号平成２６年度吉富町一般会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書をお開きください。１ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  平成２６年度一般会計補正予算（第２号）に関してお聞きします。

ごめんなさい（第２号）じゃなく（第４号）ですね。すんません。（第４号）についてお聞きし

ます。 

 町長にお聞きします。今期、３月議会の平成２６年度予算提案の際、議会への説明では通年予

算との説明であったと思うが、３月議会最終日以降今回で４回目の補正予算であるがこれをどう

思われているのか。例えば、災害復旧のように緊急性がある場合あるいは当初予算で予算計上し

ようと予算要求していたけれど、他に優先すべき事業があったため見送っていた場合やあるいは

当初予算で計画に不備があって認められず、計画を提出し直す場合であれば補正予算として計上

するにふさわしいと言えますが、今期予算はどうであるのか合わせてお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  今冨町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  ３月議会の折に、平成２６年度の予算につきましては、通常の年度の予

算組みとは尐し変えて、３月に１年分の予測できるものを大方上げさせていただきました。ただ、

新しい年度になりまして、国、県あるいは地域からの要望等があったものについては、当然、補

正予算を組ませていただくということになります。今回の補正予算もそういう形で組ませていた

だいて、町民の皆さんの生活の向上に我々は寄与したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  では、歳入の２ページをお願いします。──歳出３ページ、４ページ。

５ページ第２表債務負担行為補正。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  第２表債務負担行為についてお聞きします。 

 この人事給与システム標準報酬制度対応業務委託料と第４次吉富町総合計画中期基本計画策定

事業ですが、この債務負担２件の詳細の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 
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 人事給与システムの関係なんですけれども、これにつきましては、被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によりまして、平成２７年、来年の１０月

から我々公務員につきましても厚生年金に加入することになりまして、いわゆる２階建部分の年

金につきましては、厚生年金に統一することとされております。これによりまして、地方公務員

共済制度におけます保険料の算定基礎が、現在、厚生年金が採用しているものに移行することに

なります。これに伴いまして、平成２７年の１０月移行までに年金医療保険の保険料を天引きし

ております現在の給与システムを改修するための委託料になります。全体の金額で１２７万

４,０００円になりまして、以後出てきますけれども、１２ページに予算計上しております打ち

合わせ、それからプログラムのリリース料作業等々、これにつきまして９６万２,０００円を計

上しており、次年度に共済連携テスト、それから操作説明など予定されている関係でこの３１万

２,０００円の債務負担行為を計上しております。なお、これにつきましては、国が進めている

関係で交付税の算定基礎になる予定でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  続きまして、第４次吉富町総合計画中期基本計画策定事業でご

ざいますが、今年度で町の総合計画の前期基本計画が終了するため、来年度には中期基本計画を

策定する必要がございます。そこで、今年度より前期基本計画の評価、分析、それと住民アン

ケート調査の実施など切れ間なく作業することにより、来年度のできるだけ早い時期での策定の

完了を目指したいと考えております。そこで予算が２カ年にまたがるため、来年度分につきまし

て債務負担行為を設定させていただいたものでございます。 

 具体的な内容は、基本計画策定支援の業務委託料でございます。また、今年度分の事業分につ

きましては、今回の補正予算に計上させていただいております。歳出のほうの１２ページ、２款

１項６目企画費のほうに計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続きまして、６ページ第３表、地方債補正。次に７ページ事項別明細書

総括歳入。──８ページ、同じく総括歳出。次に歳入９ページ、１０ページ。山本議員。声を出

してください。 

○議員（２番 山本 定生君）  はい、済みません。９ページ歳入、国庫支出金の２項国庫補助金

１目民生費補助金の臨時福祉給付金等事業費補助金、子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金と

ありますが、ちょっとこちらの説明とその下の介護保険事業費補助金、地域ケア会議活用推進事

業費補助金とありますが、この２つを説明をちょっとお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 臨時福祉給付金事業費補助金でございます。子育て世帯臨時特例給付金の事業の補助金でござ

いますが、当初の見込みは国の数値を使って算定しておりましたが、実際には見込みより増にな

っております。見込みのときは８５２名で算定をしておりましたが、実際には８８９名分が必要

となっております。 

 ６節の介護保険事業費補助金でございます。地域ケア会議活用推進事業費補助金でございます。

御存じのとおり、来年度より介護保険の制度が大幅に変わります。この中で地域支援事業として、

包括的支援事業、地域ケア会議の推進がうたわれております。今回、介護保険の改正で、介護保

険法の中でこの地域ケア会議がきちっと位置づけをされております。その分で地域ケア会議を開

催するに当たりまして、その費用の分で補助金をいただくわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済いません、この地域ケア会議について、もうちょっと詳しくお

聞きしたいんですけど、何回ぐらいやるとか何回ぐらいの予算、その予算化でくれるのか、それ

とも何か行ったことに対してこれぐらいの負担割合、補助率でくれるとか、何かそんなんないん

ですかね。ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  後ほど歳出のほうで詳しく説明をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  それでは、その下の総務費補助金で１節社会保障税番号制度シス

テム整備費補助金、これが２つ、総務省分と厚生労働省分とで上がっておりますので、ちょっと

この２つの詳細な説明お願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 

 社会保障関連になりますけれども、皆さん御存じのとおり、昨年の平成２５年の５月の３１日

に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を初めとします社会

保障税番号制度関連法が公布されまして、地方公共団体におきましては、来年平成２７年の

１０月の住民への個人番号通知、それから平成２８年の１月からの個人番号の利用開始に向けま

して、番号制度導入に向けた準備に取り組んでいるところでございます。 

 今回のシステム整備対応業務費は、本町にあります既存の電算システムを番号制度に対応した

システムに改修するための業務委託料でございます。 
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 なお、この改修経費につきましては、業務システムに応じまして補助基準額の１０分の１０そ

れから３分の２の国庫補助が交付されます。また、３分の２の国庫補助につきましては、残りの

３分の１は地方交付税で措置されることになっております。 

 具体的に、まず総務省分につきましては３つあります。具体的には、住民基本台帳システム、

これにつきましては３３０万円、１０分の１０でございます。それから、地方税務システム、こ

れにつきましては３分の２、金額が１２６万６,０００円、それからもう一つが団体内の統合宛

名システム、これが１５０万円、これにつきましては１０分の１０、総務省分で合計で６０６万

６,０００円。それから厚生労働省分で、まず児童福祉システム５３万３,０００円、それから国

民健康保険システムで６０万円、それから後期高齢者医療システムで４０万円、それから健康管

理システムで２６万６,０００円、それから国民年金システムで２０万円、この国民年金システ

ムにつきましては１０分の１０でございます。厚生労働省分が５つございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  では、１０ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  県補助金６目土木費補助金で１節土木費補助金、木造戸建て住宅

耐震改修補助金という補助事業があるんですが、この補助事業の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  御説明を申し上げます。 

 これにつきましては、木造戸建て住宅を対象としました耐震改修促進事業補助金でありまして、

木造戸建て住宅におきまして、耐震改修工事を行った方に対しまして３０万円を限度に補助金を

出します。この額は、全額県補助金の対象となります。町は、対象者から補助金の申請を受けて

からこの補助金を支出するようにしております。いわゆる、まあ、歳出のほうにも出てくるんで

すけれども、トンネル式といいますか、持ち出しなしで補助金を配付できる県の補助金でござい

ます。３０万円の３件を予定しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに１０ページよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 １１ページ、歳入全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  ありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩をいたします。開会は午後４時といたします。 

午後３時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時00分再開 
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○議長（花畑  明君）  それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

 では、次に歳出に入ります。歳出の１２ページからお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  歳出ですね。総務費、総務管理費、財産管理費の中の１３節委託

料、庁舎太陽光発電及び蓄電池設置工事実施設計委託料並びに防災倉庫及び書庫新築工事実施設

計委託料並びに庁舎太陽光発電及び蓄電池設置工事監理業務委託料と防災倉庫兼書庫新築工事監

理業務委託料、これらについて説明と、あと入札ですね、入札の結果の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 

 まず庁舎太陽光発電と蓄電池の設計委託のマイナスの１８万３,０００円なんですけども、

（発言する者あり）１８万７,０００円ですけど、済いません、１８万７,０００円の件ですけれ

ども、当初予算に１３０万円を計上しておりました。それで、７業者で入札をしまして、入札の

結果１１１万３,０００円で落札しておりますのでその差額分が１８万７,０００円になります。

同じく防災倉庫のほうなんですけども、当初予算で３５０万円を計上しております。それで、同

じく７業者で入札をした結果２８６万２,０００円で落札しましたので、その差額分６３万

８,０００円が執行残という金額で今回、減額の補正をしております。 

 それから、この工事監理委託分の関係ですけれども、これにつきましては業者に見積書を提出

していただいて、太陽光発電と防災倉庫兼書庫につきましてはこういう金額を予算計上をさせて

いただいております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今７社選定と言われましたが、７社の選定の基準、内容をちょっ

と説明ください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  指名業者につきましては、吉富町に平成２５年度の入札参加指名願

が提出された業者、一級建築士なんですけども、そのうちに、本工事と同等規模の業務実績があ

り、かつ豊前市及び中津市に事務所がある業者を選定しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちら、まあ、先ほどもちょっとお聞きしたんですが、こちらの

補正予算で説明すると言われたんで、今回の防災倉庫、これ２階建てのようですが、これ、１階

部分が水没する可能性とかそういうのは検討されたんでしょうか、そのときの対策とかはあるで

しょうか、お聞きします。 
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○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えします。 

 そういった水没等につきましては検討はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  この防災倉庫兼書庫新築工事の関連のことですけれど、これを完

成させることによってちょっと私がお聞きしたいのは、この後ろ側ですかね後ろ側に書庫みたい

なのがあるじゃないですか、書庫じゃないんかね、いっぱい何か入れとるかね。廊下を含めて。

この後ろは何にがあったんですかいね、中見せてもらったことはないけど。 

○総務課長（江河 厚志君）  この裏ですか。 

○議員（９番 若山 征洋君）  はい。（「機械類が入っとる」と呼ぶ者あり） 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  電算室がございます。 

○議員（９番 若山 征洋君）  はい。 

○総務課長（江河 厚志君）  それとあと、切断機、そういったものを置いております。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  それで、ちょっと気になっとったんじゃけど、この廊下に書類を

いっぱい置いとるでしょ。そして、誰でもこれは入ってこれるね。これを今までずっとほったら

かしにしとったからわし一度言うたことあるんじゃけど、こういうのはもう全く発生しないね、

あちらにできると。そこんとこちょっと聞きたいです。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  優先的にこういったところに置かないようにする必要がございます

ので、優先的にのけるようにいたします。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  １２ページでほかに。若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  今言うた言葉を忘れんごと。ぜひ、完成後は、ここに重要書類も

あると思いますから置かないようにお願いします。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今の質問も同じなんですけども、たしか、私、これ一般質問でた

しか聞いたと思うんですが、ここの出入りできるところにそういう大切な書類は置いていないと

いうふうな説明だったと思います。ちょっと話飛んだんですが、説明の中に防災倉庫及び書庫新

築工事実施設計というのがあるんですが、そして下には防災倉庫兼書庫新築、まあ、兼ねるとい
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う字ですね、になっていますが、今後の名称は、これ、どちらになるんでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  防災倉庫兼書庫新築工事になります。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  書類、紙書類っていうんですかね紙の書類は膨大にふえていくわ

けですが、今のような置き方だと、まあ、どういうんですか、引っ張り出すとか検索はなかなか

難しいだろうと思うんですが、何か特別な、何か書庫のような、何ていうんですか、どっからで

も出せるような、そんなことは考えとるんですか。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  そのように計画しております。必要なときに取り出せるような形で

計画をしております。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  そもそも、この庁舎太陽光発電及び蓄電池工事と防災倉庫兼書庫

新設工事、この下の工事請負費のほうですね、こちらで聞きましょう。こちらのそもそもの目的

などを説明してください。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  まず太陽光発電及び蓄電池につきましては、全協のほうで説明はし

たんですけれども、県で平成２４年の７月に発生しました梅雨前線豪雨でですね、県南部を中心

にしまして記録的な豪雨となりまして、堤防の破壊あるいは土砂による道路封鎖、送電線の切断

などによりまして、災害発生時となります拠点となります避難施設が孤立するとともに停電が数

日間に及びました。このことによりまして、福岡県では環境省の補助金が認められまして１９億

円のグリーンニューディール基金を活用して、自然災害発生時に孤立可能性がある避難施設を中

心に再生可能エネルギー等設備を導入し、災害発生初期に最低限必要な機能を確保するとともに

重要防災拠点においてそれぞれの機能に応じた整備を行いまして、災害に強く低酸素な地域づく

りを推進しておりまして、実施期間が平成２５年度から平成２７年度までの３年間になっており

ますけれども、本町におきましてこの平成２６年度の事業で手を挙げている次第でございます。 

 それから、防災倉庫兼書庫につきましては、現在の防災倉庫兼書庫につきましては、平成８年

の２月に農協のほうから購入した建物でありまして、昭和２７年に建築されたもので本年で

６２年が経過しております。もう、瓦あるいは壁などが落ちかけておりまして建設業者の方にも

見てもらいましたけれども、改修工事につきましては難しいということで、今回どうしても、先

ほどの書庫の問題もございますから早急に必要ということで計画をしているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今の説明の、今まで使っている倉庫がもう大変危険、まあ、もう

使えないような状態だと言われておりますが、この後この倉庫はどうされるんでしょうか、お聞

きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  現時点ではまだどういうふうに使うかというのは検討中でございま

す。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  それと、先ほど、蓄電池の工事、こちらは県のほうからいろいろ

補助が出るというふうにお聞きしましたが、蓄電池というのは多分バッテリーのことだと思うん

ですが、バッテリーというのは多分、年数で寿命がありますから何年か後にはまたその電池の交

換などのそういう経費が発生するというふうなことでよろしいんでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  大体８年から１０年という、計算上はインターネットでも出ている

みたいなんですけれども、そのときでは当然そういった費用は発生するというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  それと、書類関係の保管期間ちゅうんですかね、何か法的に何年

間は保管しなさいよということがもしありましたら。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  保管期間はそれぞれの書類によって年数が違ってきます。永久保存

もございます。その年数が過ぎたものにつきましては、年末に豊前の焼却施設のほうで持ってい

って焼却処分をしております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  １３ページお願いします。 

○議員（２番 山本 定生君）  はい。 

○議長（花畑  明君）  まだありますか。 

○議員（２番 山本 定生君）  はい、あります。 

○議長（花畑  明君）  １２ページ。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちらは、その下の委託料の分で総合計画基本計画策定支援業務
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委託料とありますが、これ、先ほどの債務負担の分のことでよかったのかちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １３節委託料で上がっています、その３５４万３,０００円の

金額ですが、これは今年度分の委託の予定金額でございます。それに先ほどの債務負担行為のほ

うで上がっている金額、合計金額が委託の金額になろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  では、第４次吉富町総合計画中期でよかったですね。ちょっとそ

れの確認をしたかったのと、その第４次総合計画とのことですが、議会から何度も町の計画につ

いて尋ねてきました。そして質疑や提案を行ってきましたが、それらは今回の策定業務に加味さ

れるのか、議員発議や議会の決議など意見は反映されるのか、これは町長にお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  町の総合計画といいますのは、一般的には総花方式といいまして、いろ

んな部門で、将来こうやりましょうと、で、その総合計画があることによって今後、国から補助

をいただいてやるようなものについては、国のほうがまず総合計画を確認しその中に該当する部

分があれば、じゃあ、事業をやってもいいですよというようなことがあります。総合計画に全く

載ってないものを急にやろうといっても、おたくは全くそういう計画はないじゃないですかとい

うようなことでなかなかその辺の整合性がつらいとこがあります。 

 議員さん方あるいは町民の皆さんからいろんな御意見を、作成する上ではいただく予定にはい

たしておると思います。前回のときも町民の皆さんにいろいろと御意見をいただいて総合計画を

作成したというふうに思っております。ですが、具体的に個別にというのはなかなか難しい面が

あります。大まかなものをつくってそれを実際に実施するときには具体化していくというような

形になろうかと思いますが、皆さん方の御意見も十二分に取り入れていきたいというふうに思っ

ております。（発言する者あり） 

○議員（２番 山本 定生君）  まだあります。 

○議長（花畑  明君）  是石議員、不要な発言はどうぞお控ください。 

 山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  その下の委託料、社会保障税番号制度システム整備対応業務委託

料、まあ、法改正に伴うものというふうにお聞きしておりますが、これ、ちょっともう一度説明

と実施の時期と、対象者は全員強制になるんですか、それとも何か違う形もとるんでしょうか、

その辺をお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 
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○総務課長（江河 厚志君）  対象者は全員になります。それで、これにつきましては先ほどお答

えしたんですけれども、歳入につきましてはそこに国庫補助て書いてますね、８０６万５,０００円、

一般財源で４０４万６,０００円を計上しております。これは、実際に歳入につきましては国に

つきましては人口規模それとシステムの累計別を想定した金額で国庫補助の金額を提示していた

だいております。それで、歳出の委託料につきましては、原書に見積金額を計上していただいて、

その金額をそのまま計上しておりますので、金額に誤差がございます。それで、その誤差につき

まして、極力、国の補助金に近づけるように今後交渉していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済いません。ちょっとまた私の質問の仕方が悪かったのか、ちょ

っと説明が、私が聞いたのと大分違うような気がするんですが、いつから実施でいつぐらいまで

に大体完了、もう１０月にいきなり始めてもその時点からぽんと始まるんでしょうかというのを

お聞きしたかったんですけど。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  御議決をいただいたらすぐに取りかからないと、日程が決まってお

りますのですぐに取りかかっていきたいというふうに考えております。かなりの業務量になりま

すので。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  企画費のとこですね、総合計画基本計画策定支援業務委託料……

（発言する者あり） 

○議長（花畑  明君）  ちょっと質疑があってますから。じゃあ、どうぞ。 

○議員（８番 是石 利彦君）  そこで、総合計画というのはそういう専門のコンサルに丸投げす

るわけじゃないわけですから、その方々も、その実態、吉富町に合った、身の丈に合ったような

計画、それから将来を見据えた計画になろうと思います。それを、要するに粗設計というか、姿

を見せて具現化するというか、計画ん中に盛り込むというか、だろうと思うんですが、町長にそ

ういうビジョンがあるのか、今までは、よく言う議論の中でビジョンを頭の中にありますと、計

画はないけれど頭ん中にありますということだったんですが、それではコンサルの方々に示され

ないと思うんですよね。ですから、町民にも我々議員にもわかるようなそういう場を持つなり説

明なりをするような場を持てるかどうか、これをこのまま丸投げするんじゃないよと、どっかで

たたき台をつくってもらってから考えるんじゃないよと、こっちからつくるんだというようなこ

とをしていただきたいんですが、それはできますでしょうか。 
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○議長（花畑  明君）  町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  それぞれの自治体の総合計画というものは、本来、壮大なものだと思い

ます。先ほどちょっと言葉足らずだったかと思いますが、将来像をつくって、像ですからはっき

りしたものじゃなくて、こういうものを、こういう町になりましょうよというものをつくってそ

れに向かって、じゃあ、こういうとこはこういうふうにしていきましょうよということでありま

すので、議会の皆さんあるいは町民の皆さんからいろんな御意見をいただきます。前回もそうだ

ったと思います。そしてトータルで整合性をとりながら計画っていうのはつくってきます。執行

部で勝手につくったのでもありませんし、コンサルがつくったものでもありません。前回も思い

出していただければわかるかと思いますが、議員さんの中にも参加をしていただいて意見を集約

していただいたところもあります。それを、その計画期間、今１２年間でやっております。前期

が終わりますので、これから来年からの４年間をこうやりましょう、その次はこうやりましょう、

そして１２年トータルで「誇りと絆を築く緑豊かな吉富町」ということを目標につくっていきま

しょうということですから、皆さんも御意見があればどしどし申し込んでいただければよかろう

かなというふうに思っております。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  その件に関しては、前の前の企画課長と私、大分議論をしました。

たたき台ができたよちゅうことで説明があったと思うんですが、それを見ますと数字的におかし

いことがありました。それを私指摘しますとなかなか答え出ませんでした。ですからコンサルに

電話を、誰がコンサルの係かと聞いてコンサルと話しました、電話で。そしたらどうなったかと

いうと、結局は私の主張をとったんでしょうかちょっとわかりませんが、その数字をもう消しま

した。総合計画を見たらわかりますよ。そういうことするんですよ。だから、今言った、町長は

実際は町長のようにならないんですね。だから、そこんところを町長がしっかりと目を凝らして

やっていただきたいと思います。もう一度お願いします。 

○議長（花畑  明君）  町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  ぜひ、議員の皆さんにも前向きな、将来にわたっての議論をお願いいた

したいと思います。つくる上で整合性をとりますからいろんな御意見も当然だろうと思いますし、

ぜひ、前向きな提案をしていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ぜひ、ステップごとに説明をしながら意見交換をしながら進めて

いただきたいと思います。 

 終わります。 
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○議長（花畑  明君）  １２ページよろしいでしょうか。（発言する者あり）先ほどの。総務課

長。 

○総務課長（江河 厚志君）  議決後直ちに行うということで答弁しました。いつまでに仕上げる

かということでした。期限が決まっていますのでそれまでには終了させる段取りで計画をしてお

ります。（発言する者あり） 

○議長（花畑  明君）  再度、しっかりと答弁をお願いします。 

○総務課長（江河 厚志君）  期限が来年の７月１日スタートになりますので、６月までにはやり

終えるようにしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  続きまして１３ページお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ３款民生費２項社会福祉費３老人福祉費のこちらの８節報償費で

すね、この地域ケア研修会講師謝金、これはどういう方を、誰がどういうことを行うんでしょう

か、教えてください。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  地域ケア研修会講師謝金でございます。これは、医療や介護等

の知識、教養を図るための研修を行うものでございまして、ネットワークづくりを円滑に行うた

めいろんな機関と連携しながら研修を行っていくものでございます。その先進地の方に講師をお

招きして３回ほどの研修を計画しております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  その場合これはどちらでやられるあいあいセンターとかどっかで

やられるんかな、どこでやられるんでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 会議の場でございますが、人数的にもかなり多くなると思うんですが、あいあいセンター内で

おさまるようであればあいあいセンター、ちょっと会場が手狭なようであればフォーユー会館を

使わせていただいております。 

 先ほど地域ケア会議の歳入の件でどの歳出かということで御質問ありましたからあわせて御説

明をいたします。 

 今の講師謝金１５万円、９節に旅費として２万円、１１節に５万９,０００円の消耗品費並び

に印刷製本費を計上させております。この予算が２２万９,０００円でございまして、先ほどの

歳入の部分でも２２万９,０００円ということで１０分の１０の補助金をいただける大変いい事
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業だと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済いません。その上のやつちょっと、国保特別会計繰出金、その

中で出産育児一時金というふうになってるんで、これを、まあ、補正かけないといけないという

ことはどうなるんでしょうか、ことしはちょっと予想よりもお子さんの産まれた方が多かったと

いうふうに捉えていいんでしょうか、それとも単なる計算上繰り出さないといけなくなったのか、

ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えさせていただきます。 

 今年度、近年にない、出産が多くなっております。平成２３年度が７件、２４年度が５件、

２５年度は６件、２６年度は１６件の見込みをしておりまして、現在、把握している数字は

１２件は確実に支出されるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  １４ページお願いします。是石直哉議員。 

○議員（１番 是石 直哉君）  ２項児童福祉費の１目児童福祉総務費の中の１３節委託料で、放

課後児童クラブ室棟建築基本・実施設計委託料の３４０万円が上がってますが、このことについ

ての説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  放課後児童クラブ室棟基本・実施設計の委託料３４０万円でご

ざいます。 

 現在、御存じのとおり子育て支援センター内において放課後児童健全育成事業を行っておりま

す。現在のところ１年から３年の低学年を対象としてるところでございますが、先ほど説明した

とおりアンケート調査並びに新子育て支援システム──新しい子ども子育ての法律でも６年まで

という位置づけがあります。決して６年まで強制ということでございませんが、昨今の児童への

安心、安全という点で、４年生になっても５年生になっても必要な施策は必要と思います。それ

で、子育て支援センター内にまだ空き地がございますので、そちらのほうへ新しい教室を建設を

予定をさせていただいております。なお、県の補助金のいろんな補助申請、来年になるんでござ

いますが、その、いろんな算出根拠とか建築費が幾らかかるとか、どういう建物か、そういう資

料等も必要となりますので、今回の補正予算に計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。ちょっと待って。是石議員先やな。是石直哉議員。 
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○議員（１番 是石 直哉君）  続けて同じところですが、今ある敷地を使うということで、新し

くまた敷地を見つけてそこに建てるんだじゃなくて、今ある敷地の中で建てたいと、建てますと、

そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  今ある敷地の中のあいた土地を利用させてもらって増設すると

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  漁港管理費の中の１５節の工事請負費、漁港内防犯カメラ設置工

事というのがありますが、これ、設置場所と数量と目的を、簡単でいいから説明お願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えします。 

 今の補正計上につきましては、本年４月以降、カキ小屋での盗難、それから漁船内の燃料の抜

き取り、それからいけすの魚を盗まれたりだとか、それから漁港内において不法投棄等々が、そ

れは今年に限らず以前から発生しております。そういった漁港施設また、あるいは漁民、漁具に

ついての被害等を最小限に防ぐために防犯カメラの設置を計上したわけですが、設置箇所につき

ましては、漁港内にどちらの方向に行くのか等、特に不法投棄等発生しているところ、それとか

漁船へのいたずら等が確認できるところを想定しております。ただ、それについては４カ所です

が、漁港内でかなりの広い面積でありますので、全部をカバーすることはできないとは思うんで

すが、ただ漁港内に入ってくる方については確認ができますのでそれをもって、もし被害があっ

た場合は、それを確認して被害届等出す、まあ、材料といいますか、情報提供として、していき

たいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  若山議員。 

○議員（９番 若山 征洋君）  台数は。４つちゅうたかな。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  はい。 

○議員（９番 若山 征洋君）  わかりました。 

○議長（花畑  明君）  丸谷議員。 

○議員（６番 丸谷 一秋君）  ６番、丸谷です。１２節の土地分筆登記手数料というのはこれは

内訳はどんなふうでしょうか。範囲を教えてください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えいたします。 
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 内訳につきましては用地買収対象者が１３名、筆数でいきますと１３筆について所有権移転登

記手数料それから分筆登記手数料を計上しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ちょっと戻しますが、児童福祉費の放課後児童クラブ建築基本設

計ですか、ちょっとその金額がかなり大きいと思います、３４０万円というと、これからいろい

ろ精査すると安くなるのかもしれませんが、いずれにせよ３４０万円ちゅう数字が出たちゅうこ

とは、今どれぐらいの改造を見込んでるんですか、そこをちょっとお尋ねします。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  この建物は新しく新築するものでございまして、それに伴う設

計の基本計画と実施計画の委託料でございます。 

 なお、算出に当たりましては国土交通省省令告示第１５号により算出をしております。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  ですからどれくらいの規模かちゅうことをお尋ねしたわけです。

そうしますと、あそこにどのぐらいのスペースがあるのかちょっと私もよくわかりませんが、た

しかあそこに子供たちに芋堀りさせるような畑があったとしますね、その裏に車を停めるところ

があったり先生の車を停めたりとかするのがあります。それも尐しずつ尐しずつ建て増しして狭

くなっておりました。ですから、大体どの辺に建てるのかということですね。 

 さらに言いますと、これはもう前から、要するに今年度初めてこういうことをしなさいとか

６年生まで放課後児童を見なさいとかちゅうことを出てきたわけじゃないわけでしょ。確かに、

何か今急にそういうことがあれば、例えば急にふえたから、しかもそういうこともあるし緊急性

もあるから来年度で補助金をもらうためにも今、設計なんかをしたいと、それはよくわかるんで

すが、いずれにしろ今じゃなくてもよかったかと思うんですよね。当初に入れるとか、そういう

ことは何でできんやったかなとか、それとか、今その横で、おたくの所管じゃないですが、老人

センターもありますよ、我々そういうこと知りませんでしたけれど、その中で、同僚議員も言っ

たと思うんです、子供たちと老人センターを何か大きく考えたらどうかちゅう話もしましたが、

今のままでいくとまた尐しずつ尐しずつ、あなたの所感で言う、その都度建てかえるとかいう、

何かありましたね、それのようなっていくような気がして、総合的に将来どうしようという、何

というか、未来を据えたビジョンがないんです。くっつけくっつけてまたくっつけてというよう

なことになります。そうすると、毎回毎回設計委託料何百万というのが上がってきてちゅうこと

になりますよね。だから、まあ、それはいいとして、大体どれぐらいのものを想定しとるんです



- 89 - 

か、３４０万円となると何千万とか何か何平米とか何かあるじゃないですか。それをお願いしま

す。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  お答えします。 

 第４次総合計画の中でも子育て支援の充実、そして次世代育成支援行動計画の中でも、仕事と

子育ての両立に対応するサービスの充実ということがうたわれております。 

 以前より学童にこの件で４年生以降の受け入れをということで、議員の先生方からそういう意

見もいただいております。なおかつ、昨年実施しましたアンケート調査の中でもそういう要望が

多いわけでございます。 

 今回の補正に当たったわけで──当初、本当は入れたかったんですが、これ、補助金をもらう

関係で県のほうの書類、そういう通知がおくれて参りまして、最近参ったわけなんですが、一応、

補助基準が２,３００万円の３分の２、１,５００万円程度の補助金がいただけるということでご

ざいます。３４０万円のこの設計料が高いとか安いとか、私は、詳しいことはわかりませんが、

担当者がきちっとした、こちらに算出根拠を持った書類でそちらに計上をさせていただいておる

わけでございます。 

 学童保育１人当たり約１.６５平米ですかね、それがもう最低基準になっております。 

 今のとこ、３クラス、４、５、６年の３クラス分つくるのか、まだそこんとこはちょっと流動

的でございましたが、アンケートによると８０名ぐらいの収容施設が必要とあります。また、基

本設計の中できちっと方向性を出して実施設計に移っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと、まあ、びっくしりました。これ、てっきりここの耐震、

か何かするんかなと思ってたんですが、新設、新築、まあ増設っちゅうことやな。さっきの条例

と一緒の話ちゅうことなんですね。はい、わかりました。 

 これ先ほども同僚議員が言われてましたが、例えば老人福祉センター、今、改修今度始めます

よね。で、昨年は子育て支援センターを耐震診断、耐震改修とかやられてますが、何かその都度

その都度やられて何かもったいないというか、どうなんかなと思うんですが、そういう何か、老

人福祉センターのほうと話し合いとかそういうのはやられたんでしょうか、ちょっとお聞きしま

す。 

○議長（花畑  明君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  私も内心、老人福祉センターを利用してということをできない

かということで検討したんでございますが、先ほどの条例案のとおり１人当たりの平米数も決ま
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っておるし、専用の部屋を設けなければならないということになっております。仮に老人福祉セ

ンターのある部屋を子供たちがずっと占有できるならそれにこしたことはないんでございますが、

夏休み、朝から夕方まで、学校のあるときは３時過ぎから６時過ぎまでその部屋を専用するわけ

でございます。どうしても子供の安心、安全を守るため専用の部屋を設けてきちっと対応させて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（花畑  明君）  よろしいですか。１５ページに入ります。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  土木費の、こちら道路橋梁費、で道路新設改良費の中の委託料、

不動産鑑定委託料と１５節工事請負費、町道新設改良工事費、で１７節公有財産購入費町道用地

買収費、で２２節補償補填及び賠償金、建物移転補償費、これらの説明を求めます。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  それではお答えいたします。 

 まず委託料ですが、委託料につきましては防災、減災を目的とした小犬丸上の村中道路が対象

となります。これにつきましては当初、構外移転として補償費を算定しておりました。現在、地

権者等と交渉しておりますが、その中で今の土地に再築あるいは買い取りたいということの旨が

交渉の中で上がってきました。そういった関係から構内移転として見直す必要がある関係からこ

の委託料を補正計上するものです。 

 次に、工事請負費ですが、工事請負費につきましては資料ナンバー２に掲げております、つい

て説明させていただきます。 

 まず、赤色で１番、幸子古の自治会内の狭小道路拡幅事業となります。延長は２００メーター

でして、そのうち６０メーターを計画道路５メーターとして計画しております。事業費を

７００万円で計上しております。 

 次に赤の２番ですね。これにつきましては、今吉下自治会のこどもの森の入り口の交差点改良

事業であります。この道路につきましては湾曲した変形の十字路でありますことから、歩道設置

も含めて拡幅事業として計画をしております。道路幅員につきましては５メーター、歩道につき

ましては２メーターで計画しております。事業費については７００万円を予定しております。 

 次に、赤色の３番です。赤色の３番につきましては和井田自治会の、同じく狭小道路の拡幅工

事で、まあ、一部拡幅工事で、個人の建てかえに伴い、６メーターの道路を想定して用地買収を

完了しております。その部分について舗装等の改修を行うもので、事業費は５０万円を計上して

おります。 

 次に赤色の４番です。土屋自治会からの要望により、直江三毛門線、土屋の壷神社の付近です

が、側溝の中に土砂が堆積していることから、側溝延長１００メーターについての清掃を行うも
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ので、事業費については５０万円です。 

 次に赤の５番です。同じく、土屋自治会の要望でありまして、土屋旧住宅内の側溝の修繕工事

です。これにつきましては、勾配がとれておらず、土砂がたまっているということで、一応、底

張りを計画するもので、事業費については１１０万円を計上しております。 

 次に６番。赤色の６番です。これにつきましては、界木地区の要望で小犬丸界木線、佐井川橋

から西方向の側溝内の清掃工事であります。これにつきましては、事業費を１５０万円として計

上しております。 

 次に公有財産購入費ですが、これにつきましては、先ほど説明しました①番の幸子古地区の幸

子屋敷線の拡幅工事に係る用地買収費用でございます。これにつきましては、村中の防災道路の

計画の一つとして、また狭隘道路の解消に向けて、町としても計画している路線であります。地

元説明会を開催し、地権者関係には説明を申し上げ、具体的には工事は進めておりますが、もう

既に用地の関係で内諾をいただいている方について、買収を行うと合わせて残りの方についても

同様に、今後、用地交渉を進めていく予定にしております。 

 次に、補償、補填及び賠償金ですが、これも同じく幸子古の屋敷１号線拡幅工事に当たり、工

事施工予定路線内に井戸がございます。それの補填として、３２万３,０００円の補償費を計上

しているものです。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  この不動産鑑定委託料は、小犬丸の上の一部やり直しというか、

見直し、なんかそのやり直さないと悪いんでしょう。それと、町道用地買収というのが、私これ

がセットなのかと思ったら、ちょっと違うみたいなんで、この町道用地買収先というのは鑑定を

行ったんでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  答弁の前に皆様に申し上げます。 

 本日の会議時間は、議事進行の都合によって、あらかじめ延長いたします。これに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間は延長をいたします。 

 答弁お願いします。産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  先ほどの議員の御質問ですが、もともと不動産鑑定につきまし

ては防災減災を目的として、小犬丸の村中道路については不動産鑑定を入れました。それ以外に

つきましては、もともと狭隘道路で自治会要望であっても町主道的でありましても、なるべく自

治会要望で道路拡幅したものについては、従来の用地買収費でお願いしますと、住宅あるいは倉
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庫等がかかった場合は、工事費の中において改築をさせていただくということで、交渉させてい

ただいております。以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  先ほど、この工事は６メーターで、２００メーターの予定中の

６０メーターを行うと、これ防災道路というんじゃないん、ちょっと違うんですか。ここを鑑定

を行わずに従来の買い取り価格で交渉するというのは、これは不公平感、不公平ではないんです

か、その辺はどうなんでしょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  幸子屋敷線の拡幅工事については、５メーターとして計画して

おります。延長が６０メーターで、小犬丸上の防災減災の道路につきましては、道路幅員が

６.５メーター、これにつきましては道路構造令に適した道路であるっていうのが前提でありま

して、その道路に関しては不動産鑑定を実施するということで、そのすみ分けはしております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか。３回を超えております。 

○議員（２番 山本 定生君）  違います。次です。あとはまた委員会で、ちょっと説明を聞きま

す。 

 その次の３項河川海岸費の中で河川総務費、こちらの１５節工事請負費、用排水路改良工事費

と上がっておりますので、こちらの詳細の説明をお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  では、御説明させていただきます。 

 資料ナンバー２をごらんください。 

 青色の７番から説明させていただきます。今年度、幸子上区自治会からの要望により、黒川川

原田の堤防の除草工事として要望が上がっているものに対して、除草対策工事を行うものであり

ます。工事施工内容につきましては、幸子上自治会あるいは河川管理者であります福岡県の県土

整備事務所と協議をしながら決定をしていく予定であります。 

 次に、青色の８番です。別府自治会からの要望の地区であります。上毛町の境から導水路で未

改良の導水路の部分が残っております。今回はそれを改修するもので、延長が１０メーターで事

業費を８０万円で予定しております。 

 次に青の⑨番です。これは昨年度、別府の自治会要望で上げられたもので、別府住宅の西側、

別府地区の水路改良工事として、これにつきましては県の補助金、農村環境整備かんがい排水事

業の事業として事業申請をし、内示通知を受けたものであります。これにつきましては、延長

５０メーター、事業費は１５０万円を計上しております。 
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 次に、青色の１０番です。これも同じく県の農村環境整備事業の事業を申請をし、内示通知を

受けたもので、広津上区の黒川の水路の改良工事です。これにつきましては、近年集中豪雨等が

ございまして冠水が発生しております。それを尐しでも解消できるよう水路断面を広げる、それ

と、水路の水路縦断勾配についても見直して、冠水を尐しでも防ぐような手当てをするために、

事業費として１,３００万円、延長は１４０メーターを計画しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今、土木費の関係をちょっといろいろお聞きしたんですが、この

今水路の関係で、１０番の広津地区水路改良工事というのは、多分ここは川食から細い道を上が

って小川のとこ通っていくと思うんですが、ここは一応、小学校の通学路にはなっていませんが、

事実上は子供がこの河川のところを通って帰ってます。ですから、これはちょっと我々も大変詳

しく聞きたいと思いますので、本日いきなり言うのは無理でしょうから、議長にお願いします。 

 先ほどの道路改良の１番から３番までと、今回の水路改良の１０番については委員会のときに

図面など、もう尐し詳しいものでわかりやすく、説明を求めることをちょっとお願いします。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長に申し上げます。大丈夫でしょうか、これで。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  はい。 

 先ほど、詳細な図面ということで、今現在、用意できるものにつきましては、次回から要望が

上がったお手元の資料ナンバー２の程度のものしかまだ用意ができません。と言いますのは、今

議会の議決をいただいた後に測量、設計をする段取りとしております。ですから、今現在は、こ

れ以上の詳しい詳細なものについては、御提示できない状況にあります。 

○議長（花畑  明君）  だと思います。できるだけわかりやすく、お願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。丸谷議員。 

○議員（６番 丸谷 一秋君）  ６番、丸谷です。 

 １５節の工事請負費、公園整備工事とはどういう、どういうっていうのか、全体をやるものか、

１カ所についてこの予算をあれしているのか、聞かせてください。 

○議長（花畑  明君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  お答えいたします。 

 毎年、公園につきましては、公園の遊具の点検業務を行っております。その中で、早急に補修、

交換等が必要な場合が、遊具がございましたので、今回増額するものであります。 

 具体的には、天仲寺公園のコンビネーション遊具、同じく鈴熊山公園のコンビネーション遊具、

別府地区にある水と光のスペース２１の中にあるコンビネーション遊具、それから直江児童公園

における回転ジャングルジムの計４カ所について、補修を必要とするために補正計上したもので
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あります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  １６ページにお願いします。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません。 

 ９款の消防費です。１項消防費、非常備消防費、こちらのほうで委託料及び工事請負費で先ほ

ど決算のとき、こちら後で聞いてくれと言われたんで、こちらで聞くように言われましたから、

大体この建屋はどれくらいの平米で、どれぐらいの大きさを予定してますでしょうか。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 

 延べ床面積で７０.４５平米になります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今回、土地購入費ですが何平米を幾らで購入した形になるんでし

ょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  お答えをいたします。 

 当初予算で２３２平米を予定しておりました。それで不動産鑑定前の段階で２万１,０００円

を予定して、予算組みをしております。それで実際の金額は４８７万２,０００円になりますけ

れども、当初予算では５００万円で計上いたしておりました。それで、地権者と交渉しました結

果、１９９.７１平米はお譲りいただけるということで、その先ほどの不動産鑑定を行った結果、

平米当たり１万９,０００円の鑑定金額になりました。そのままの金額で、お譲りいただけると

いうことで、１９９.７１平米掛けの１万９,０００円で３７９万４,４９０円と、あと、これに

付随します土地の売買契約に伴います印紙が２,０００円ほどございますので、５００万円から

引いた金額１２０万３,５１０円ですか。１２０万３,０００円の財産購入費の減額ということで、

今回計上をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちら、今お聞きしました１９９平米に対して、建屋は７０平米

ですから、残りの百二、三十が残るスペースだと思うんです。団員用のこの駐車スペースという

のは、どれくらい分が、これは確保される計画でつくられているんでしょうか。 

 また、この分署ですが避難所として使えるような計画とか、そういう検討とかはやられたんで

しょうか、お聞きします。 
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○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  駐車場の台数ですね。交渉した結果こういった平米になったんです

けれども、大体５ないし６台を予定をしております。 

 それであと、避難所ですね。避難所の関係につきましては、一応、防災倉庫を主にしておりま

すので、避難所としての計画はございません。 

○議長（花畑  明君）  ほかに１６ページ。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今のとこです。今、駐車スペースは５、６台というのはちょっと

驚きました。最大２０名おるわけですよね、団員が。例えば、何かあるときは１０人来たらあと

の４、５台は路上駐車しなさいということになりますが、それでいいんでしょうか。 

 どうぞ。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  譲っていただいた面積が面積なので、どうしても駐車スペースが狭

うございます。それでも、実際に県道のとこにありますけれども、できれば、その裏のほうに地

権者の土地がございますので、よろしければお貸しいただきたいなというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  裏のほうに地権者がお持ち、その方がお持ちな土地が別にあるん

ですか。それを借るちゅうわけ。その駐車スペースを借り上げるわけですか。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  借り上げるわけではないと、お貸ししていただくということと、あ

と、そこに付随するところに農道がございますので、そちらのほうにも駐車はできるというふう

に思います。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  いいですか。（発言する者あり）山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  私も、もうちょっとこれはまた後で、総務の方々に委員会で頑張

ってほしいと思います。この災害対策費で、負担金補助及び交付金、木造戸建て住宅耐震改修補

助金、先ほどもちょっとお聞きしたんですが、これが定住化につながるのかどうか、ちょっとそ

の辺はどうなんでしょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  これは、定住化につながるんじゃなくて耐震補強をするための補助

金でありますので、そういうふうに御理解いただければというふうに思います。 



- 96 - 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  というのは、例えば家が古くてもう引っ越そうかなというよりも、

こちらでこういう補助金が出るから、改造したほうがいいなとかいう、例えば、よその町ではこ

う耐震に対して補助、独自の補助とかいろいろつけておりますが、こちらは県から出られる補助

金と聞きましたので、町でこういう何かこういうものに対しても尐しは補助しようとかそういう

形はないでしょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  以前、議員さんからの御質問がありまして、まず最初にニーズの把

握ということで、お答えをしております。 

 今回も、こういった予算を上げていますので、回覧とか広報ですか、そういったものでちょっ

とアピールをして、どれだけのニーズがあるか確認をして今後対応していきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  今、変なこと言いました。今、とりあえずは県の補助金の３０万

円、限度額が３０万円で３名でやると、それで今の同僚議員の質問は、独自事業として幾らか補

助する先進地もあると聞いておりますんで、３０万円に合わせて幾らかした事業にしませんかと

いう質問だったと思うんですが、その後、とりあえずこれで動いていって、需要があればという

ことに聞こえると、最初は３０万円でもらった耐震をした方々が、次の年は率のいいことになる

という、これまた不公平になりゃせんかなと思うんですが、最初からやったほうがいいんじゃな

いですか。どうぞ。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  あのですね、ちょっと詳しく説明をさせていただきます。 

 福岡県では、東日本大震災を契機としまして、平成２３年度から平成２７年度までの５年間、

５年間木造戸建て住宅を対象としました耐震改修促進事業補助金といいますけども、これを実施

しております。昨年度までは、市町村と県とが２分の１ずつの財政負担をしておりました。それ

で、県と自治体なので先ほど言いましたように、要綱等をつくって、国、県の補助金と市町村の

補助金を合わせて支出をしている状況でございました。 

 それで、今年度からは町が財政支出をしなくて、この事業に取り組むことができるようになり

ました。この補助金につきましては、昭和５６年の５月以前に建築された木造戸建て住宅に対し

まして、耐震改修工事にかかる費用のうちに１５０万円を限度としまして、１５０万円の２０％
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に相当する３０万円を助成するというものでございます。 

 この助成金の３０万円につきましては、先ほども歳入のほうで言いましたように、全額県の補

助金の対象というふうになります。福岡県内の市町村でも、平成２５年度までに実施していた自

治体につきましては、全体の３割程度、３割程度の自治体で実施しております。それで、財政負

担がなくなったこと、また福岡県が強く推奨していることによりまして、本９月議会終了時には

約８割程度の自治体がこの事業に取り組む見込みでございます。 

 本町におきましても、平成２４年９月に策定しました吉富町の耐震改修促進計画におきまして、

避難に強いまちづくりを目指しております。今後、先ほども私申しましたとおり、広報あるいは

ホームページなど本事業を周知し、耐震化の促進につなげていきたいというふうには考えており

ます。 

 しかし、県内で既にこの事業を実施している自治体における平成２５年度の交付実績ですか。

で、今１番多いところで大野城市、大野城市で年間１２件、その他につきましては平均で１ない

し２件で、ゼロ件という自治体も尐なくないということでございます。さらに、県の補助金も平

成２７年度までとなっております。 

 本町におきましては、まずは県内の他市町村で利用できるこの制度を本町で利用できないとい

うことがないように、受け皿としましての整備を行って、今後は先ほども言いましたとおり、広

報あるいはホームページなどで本事業の周知、啓発によりまして制度の利用促進をしまして、利

用件数などの実態に応じて、県の補助金がなくなった後も本事業を継続するか否かを見きわめて

いきたいとうふうに考えておりまして、予算額の３０万円の３件を予算計上させていただいてい

る状況でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  よくわかりました。 

 要するに、サンセット方式でやるんだから３０万円の県の補助金がなくなるおそれがあると、

それに好評ならば単独でやるかどうかということを考えながらやるから、今は３０万円プラス吉

富町のお金ではやらないということですね。よくわかりました。 

○議長（花畑  明君）  ほかに１６ページで、山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  １０款教育費２項小学校費、学校管理費の委託料、この非構造部

材耐震改修工事実施設計業務委託料ですが、こちらのほうの詳細を説明してください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えいたします。 

 平成２７年度までに対応を求められておりまして、平成２７年度に施工予定であります小学校
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講堂の釣り天井の撤去及びそれに伴う防衛省の基準に合いました天井の防音吹き付けと換気ダク

トの落下防止対策、照明器具の取りかえ等、非構造部材の耐震改修工事の実施設計業務を委託す

るものであります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  続いて、社会教育費、４項のですね、フォーユー会館費の工事請

負費、１５節のこのフォーユー会館共同アンテナケーブル修繕工事費という名目出てますが、こ

の修繕の内容と補正で出さないといけない何か緊急性の理由を教えてください。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えいたします。 

 既存の共同アンテナを個別アンテナでの対応に変更しようと計画しまして、今年度、当初予算

で計上してましたフォーユー会館電波障害施設受信点調査を７月に行いました。その結果により

まして、一部の局の電波の受信状況が不安定であり、個別アンテナでの対応が困難であるとの調

査結果が出ましたので、経年劣化をしております現在、既存の共同アンテナのケーブルと、各世

帯につけてます保安器等を取りかえる工事であります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  その７月の検査結果なんでしょうね、かなりここら辺は電波が悪

いとお聞きしておりますが、このアンテナなんですが、例えば緊急通報システムとか、近隣で電

波状況の悪いとよく言われる携帯電話のアンテナ基地局とか、そういうものとしてここのフォー

ユー会館のアンテナが使えるのかどうか、そういうことを検討したことがあるのか、もしくは電

話会社やこういう緊急通報をやられているような業者と検討とかされたことがあるんでしょうか、

ちょっとお聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 まず、私どもはこの共同アンテナは、この共同アンテナを利用者のためのアンテナと認識して

おりますので、そういう携帯電話会社等とかと協議を行った実績はありません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかにございませんか、１６ページ。１７ページをお願いします。山本

議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ５項保健体育費、体育施設費のこちらで工事請負費、体育館トイ

レ改修工事と武道館トイレ改修工事が上がっておりますが、この改修内容の説明をお願いします。 
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○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  お答えします。 

 まず、体育館のトイレ改修工事に係る工事請負費の計上であります。現在、体育館の便所につ

きましては、大便器ですけど和式のみであります。当該施設が幅広い世代に利用されておりまし

て、また災害時の避難所にも指定されていることから、利用者、避難者が不便なく利用できます

ように、温水洗浄機能付き便器に改修し、合わせてドアの付けかえ、床の補修をするものであり

ます。個数につきましては、男子用が大便器の１カ所、女子用が大便器が２カ所ありますうちの

１カ所を改修するものであります。 

 次に、武道館のトイレ改修工事でありますが、改修理由等につきましては同様の理由でありま

す。それで、改修個数につきましては、男子用が１カ所ありましてその１カ所をします。女子用

につきましては、現在３カ所ありますが、そのうち１カ所を洋式に改修するものであります。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今、温水器付きの洋式にかえられると言われましたが、その小学

校などでも今やられてますので大変いいと思います。先ほども、ここは避難所という形で使われ

るから、こういう形が必要と、もちろん全くそのとおりと思います。ということは、今回の改修

は車いすでの利用ができるような体制になられるんでしょうか、あともしくは、それと同時に中

に閉じ込められたり、立ち上がれなくなったときとかのための緊急ブザーとか、そういうものも

設置されるんでしょうか、お聞きします。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  今回の改修につきましては、先ほど説明しましたように、大便器の

洋式をするものでありまして、多目的トイレの仕様は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  是石議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  意見じゃ悪い……。 

○議長（花畑  明君）  悪いですね。 

○議員（８番 是石 利彦君）  それでは、何でそういう避難のときにそういう車いすでの方も避

難するわけです。そういう方が使えないのに、それはどういうふうに対処するんですか。 

○議長（花畑  明君）  教務課長。 

○教務課長（田中  修君）  現在の体育館、武道館の便所の中につきましては、スペース的な問

題もありまして、応急的にいろいろ施設利用者行政懇談会等で洋式化の希望が多いものですから、

今回はこの洋式化を改修させていただきます。 
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 車いすの利用者につきましては、避難所の施設につきましては第一義的にはフォーユー会館に

なろうかと思いますので、そちらには多目的トイレを設置しております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  では、歳出全般についての御質疑はありませんか。歳入歳出全般につい

て御質疑はありませんか。次に１８ページ、債務負担行為支出予定額等に関する調書を。次に、

給与費明細書１９ページ、２０ページ、２１ページまで。以上、補正予算書全般についての御質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５３号は、それぞれの所管委員会に

付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号はお手元に配付の付託明

細により、それぞれの所管委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第５４号 平成２６年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（花畑  明君）  日程第１９、議案第５４号平成２６年度吉富町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 これからページを追って、質疑に入ります。まず、補正予算書の１ページ、歳入２ページ、歳

出３ページ、次に４ページ、事項別明細書、総括、歳入、５ページ、同じく総括、歳出、続いて

歳入の６ページ、次に歳出に入ります、７ページ、歳入歳出全般についての御質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りをします。ただいま議題となっております議案第５４号は福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号は福祉産業建設委員会に

付託をいたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第５５号 平成２６年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）について 

○議長（花畑  明君）  日程第２０、議案第５５号平成２６年度吉富町公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。補正予算書の１ページ、歳入、２ページ、歳出、

３ページ、次に４ページ、第２表地方債補正、次に５ページ、事項別明細書、総括、歳入、

６ページ、同じく総括、歳出、次に歳入の７ページ、歳出に入ります、８ページ、歳入歳出全般

についての御質疑はありませんか。次に、給与費明細書、９ページ、並びに１０ページ、

１１ページまで、以上、補正予算書全般についての御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第５５号は福祉産業建設委員会に付託をし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号は福祉産業建設委員会に

付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第５６号 教育委員会委員の任命について 

○議長（花畑  明君）  日程第２１、議案第５６号教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 担当課長に説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  教育委員会委員の任命についてであります。 

 提案理由について御説明を申し上げます。 

 平成２６年１０月８日をもちまして任期が満了いたします瀬戸口由美子氏を再度任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によりまして、町議会の同意

を求めるものでございます。 

 以上、よろしく御審議方、お願いいたします。 

○議長（花畑  明君）  説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対しての御質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。 

 この方について、町長のほうから一言何かありませんでしょうか。 
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○議長（花畑  明君）  町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  瀬戸口氏は、今現在も教育委員として活躍をしていただいております。

御本人さんの意欲、そしてまた教育に対してのいろいろと深い見識をお持ちだというふうに思っ

ておりますし、また地域での信頼も高い方だというふうに思っております。教育委員として最適

任者だというふうに判断をいたしております。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第５６号は、会議規則第３９条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ２番、山本です。瀬戸口由美子さんに対する賛成討論を行います。 

 この方は、先ほど町長の提案理由にもありましたが、教育行政に大変熱心な方だとお聞きして

おります。教育委員会の傍聴もしくは議事録などでも確認したところ、大変発言も多く、子供た

ちの側に立ち、主婦代表そして子育て経験者ということで、大変意見を述べられているようにお

聞きしておりますので、今後の教育行政の独立性と中立性を進めていただき、未来ある吉富町の

子供たちにとって、本当にいい方向と教育委員会が信じる方向へ導いてほしいと熱望して、賛成

意見といたします。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  賛成討論いたします。 

 熱い気持ちで瀬戸口さんを応援いたします。 

 賛成討論です。 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 
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 これから本案を採決いたします。本案はこれに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号の同意を求める案件は、

同意することに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第５７号 吉富町外二組合公平委員会委員の選任について 

○議長（花畑  明君）  日程第２２、議案第５７号吉富町外二組合公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  吉富町外二組合公平委員会委員の選任についてであります。 

 提案理由について御説明を申し上げます。 

 平成２６年１０月８日をもちまして任期が満了いたします岡和子氏、西川惠子氏を再度選任し、

同日をもちまして任期が満了いたします加来信夫氏の後任としまして仲宗根稔氏を選任したいの

で、地方公務員法第９条の２第２項の規定によりまして、町議会の同意を求めるものでございま

す。 

 以上、よろしく御審議方、お願いいたします。 

○議長（花畑  明君）  説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対しての御質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  こちらの公平委員会３名についても、町長のほうから一言ありま

したらお願いします。 

○議長（花畑  明君）  町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  今回、公平委員の３名の方が任期がまいりました。そのうちの岡和子氏、

それから西川惠子氏については皆さんも御承知のとおり、人柄もそして見識もお持ちであります。

今回、再選任をお願いするところであります。 

 それから、１０月の８日をもって任期が満了いたします加来信夫氏につきましては、本当に長

い間、公平委員として本町のために頑張っていただきました。本当に御礼を申し上げたいと思い

ます。 

 また、その加来信夫氏の後任として、今回、仲宗根稔氏を選任いたしたいと思います。仲宗根

稔氏はつい昨年まで吉富町の商工会の会長として、また地域の産業の牽引者として、吉富町の経

済を牽引をしていただいております。そして、皆さんも私から言うまでもなく御承知だと思いま

すが、人柄等についても、それから見識についても、また地域の皆さんからの信頼をいただいて

る大変な立派お方だというふうに判断をいたして、今回、お願いをいたしております。 
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 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑はございませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  質問をちょっと、担当課長にお伺いします。 

 その間、会議はどれくらい持たれたんでしょうか、どのような特出すべき会議があったんでし

ょう、報告すべきものがあればどうぞお願いします。 

○議長（花畑  明君）  総務課長。 

○総務課長（江河 厚志君）  会議とはどういった。 

○議員（８番 是石 利彦君）  訴えがあったかどうかちゅうことです。そういうことではないの

ですか委員会とは、違うの。 

○総務課長（江河 厚志君）  そういうことですか、済みません。 

 公平委員会が設置されてから訴え等はございません。年に１回の会議になりますけれども、中

身につきましては自治労の組合の登録の変更をですね、そういった承認が主な仕事でございます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  ほかに御質疑は。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第５７号は、会議規則第３９条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案はこれに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号の同意を求める案件は、

同意することに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．報告第９号 吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画作成の報告について 
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○議長（花畑  明君）  日程第２３、報告第９号吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画作成

の報告についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  報告第９号吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画作成の報

告についてでございます。 

 吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について、新型インフルエンザ等対策特別措

置法第８条の６項の規定により、別紙のとおり報告をさせていただきます。お手元に行動計画が

ございます。 

 病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある未知の感染症が発生した場合に、国民

の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となることを目的に新型インフ

ルエンザ等特別対策措置法が施行され、同法第８条の規定により市町村の区域に係る新型インフ

ルエンザ等対策の実施に関する計画を作成することが定められ、同条６項では議会に報告すると

ともに公表を義務づけられております。 

 今般、政府及び福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、県並びに豊前築上医師会

及び近隣市町村と協議を行った上、同様の内容で吉富町新型インフルエンザ等対策行動計画を作

成いたしました。 

 本行動計画は本町が行う対策の基本的な考えや、実施する主な組織等を示すものであり、対象

とする感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症及び同法第６条第９項に規定する新感染症で、その感染力の強

さから新型インフルエンザと同等に社会的影響が大きなものと定め、感染拡大を可能な限り抑制

し、町民の生命及び健康を守ること及び町民生活及び町民経済に及ぼす影響を最小とするように

なっております。 

 新型インフルエンザ対策の２つの主なる目的でございます。社会的影響の大きな感染症が発生

した場合、国家的な危機管理等の対応が必要とされております。本行動計画に基づき、国、県、

近隣市町村、関係機関等と情報共有を図り、相互に連携し、発生状況に応じた対策に取り組んで

いきたいと思います。 

 以上、報告でございます。 

○議長（花畑  明君）  以上で報告説明を終わります。 

 執行部は退席されて結構です。お疲れさまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．意見書第２号 「農業・農協改革」に関する意見書（案） 

○議長（花畑  明君）  それでは、日程第２４に入りたいと思います。意見書第２号「農業・農
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協改革」に関する意見書（案）についてを議題といたします。 

 事務局に意見書（案）を朗読いたさせます。事務局。 

○書記（守口 英伸君）  意見書第２号「農業・農協改革」に関する意見書（案）、以上です。 

○議長（花畑  明君）  提出議員に提案理由の説明を求めます。丸谷議員。 

○議員（６番 丸谷 一秋君）  ６番、丸谷です。 

 意見書提案理由、政府は本年６月に閣議決定した規制改革実施計画及び政府が改訂した農林水

産業地域の活力創造プランでは、これまでと同じ農業、農村全体の所得を今後１０年間で倍増さ

れることを目指すという目標を掲げつつ、新たに農協農業生産法人、農業委員会の改革推進が盛

り込まれました。これまで吉富町の農業振興においては、吉富町とＪＡが連携し、担い手の育成

や経営所得安定対策の取り組み、農産物の生産指導から販売に至るまで、ＪＡの役割は大変大き

なものがあります。 

 今後の政府の取り組みいかんでは、ＪＡの機能が低下し、吉富町の農業振興に大きな影響が懸

念されます。ＪＡは吉富町の農業振興に必要な組織であり、規制改革によるＪＡの機能低下は吉

富町の基幹産業を弱体化させることにつながり、ひいては農家の所得減尐につながります。この

ような事態を招かないためにも、本議会が政府に対して農業改革について慎重に審査を行うよう

意見書を提出することが、吉富町の農業振興のためには重要な取り組みであるとして提案いたし

ます。 

 以上です。 

○議長（花畑  明君）  これから、質疑を行います。本意見書（案）に対して質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  はい。 

 お諮りをいたします。ただいま議題となっております意見書第２号は会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、意見書第２号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。是石利彦議員。 

○議員（８番 是石 利彦君）  これをきょうすると思わんやった用意してきてないけどが。 

 吉富町の農業者のための所得アップのための意見書案ですから、国ではＪＡの解体とか、改良
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をいろいろやっておりますが、このままいけば吉富町の零細農業が衰退していくという危機感が

あるのも最もなことだろうと思います。よって、この意見書案を賛成をいたします。 

○議長（花畑  明君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、意見書第２号は、原案のとおり可決す

ることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（花畑  明君）  日程第２５、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。 

 総務文教委員会、福祉産業建設委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お

手元に配付をいたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がございます。 

 お諮りをいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることに御異議

はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（花畑  明君）  御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査をすることに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（花畑  明君）  閉会を宣言する前に、尐し苦言を申し上げたいと思います。 

 町民の生活向上に向けての大切な決算議会であります。質疑等が余りにも尐なすぎて、果たし

てそういうことで本当にいいのかどうなのか、やはり中身をもっとしっかりと把握をされ、この

決算議会には望んでほしいなと思っております。私どもは、執行部に白紙委任をしているわけで

はございません。ですから、もっともっと深く審査をして、挑んでいただきたいと思います。 

 それと、もう一つ、他の同僚議員が質問した折に、また何ちゅう質問をするんかっちゅうよう

な顔をする方がおられます。こちら執行部側があなた方を見ておられます。果たしてそれに対し

てどういうふうな反応なのかなというふうに、私はきょう１日中考えておりました。そういうこ

とは、大変失礼なことですので、十人十色いろんな意見がございますので、それぞれの意見をや

はり尊敬の念を持って、聞いていただきたいなときょうは思いました。私ども、やっぱり議員
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１０人、切磋琢磨して、議員として頑張っていかなければならないのではないでしょうか。 

 きょうは１人の議員が、詳細にわたりいろんなことを聞いてくれました。今まで私たちが本当

に知らなかったこと、執行部というのは余り言わない、大体が。だからそれに対していろんな質

疑をすることによって、いろんな１枚２枚はがれて出てきます。これが大事なんですね。本当言

うと私も長いなと思いながらも、くどいなと思いながらも聞いておりましたが、そのことによっ

て新しい局面が出てきました。大変、実りのある決算議会であったと思っております。 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしました。本日はこれにて散会をいたします。長時間大変

お疲れ様でした。 

午後５時41分散会 

────────────────────────────── 

 

 


